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一一ハーパーマス，ラーモア，アッカーマンの批判的考察一一

しま あき

島 亜紀

日次

第1章 問題の所在 ……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168 

第2章対話的人格

第1節 既存の対話論 …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170 

[ 1 ] ハーパーマス ...・H ・-・……………………………...・H ・H ・H ・..……… 170

[ 2 ] ラーモア …...・H ・..…...・H ・..…………………...・H ・.....・H ・..……… 171

[ 3 ] アッカーマン …………...・ H ・..……………...・ H ・-・………………… 172

第2節対話的人格….................................................................173 

[ 1 ] モノローグからダイアローク守へ ・H ・H ・.....・H ・..…………・・・……… 173

[ 2 ] 対話的人格の素描 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174 

第3章対話的正義論

第 I節 子続主義的正義論の批判的検討 …………………...・H ・........・H ・..177 

第 2節実質的正義論の評価....・H ・-……….....・H ・-………...・H ・-…...・H ・..180 

[ 1 ] ラーモアとアッカーマン …・……………….....・H ・.....・H ・'"・H ・...180 

[ 2 ] 公と私の区別の再考・……………...・H ・..…………..，・H ・.....・H ・-… 184

第3節 シティズンシップと教育をめぐる問題 …………………………… 188 

[ 1 ] シティズンシップ ………・・………...・H ・.....・H ・..…………………・ 189

[ 2 ] 教育 ・……………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190 

結びにかえて ...・H ・..…...・H ・..…………………...・H ・.....・H ・..………………… 191



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル NO.41997

第 1章問題の所在

現在，日本では，正義や裁判制度などのあり方

に対するアプローチとして I対話」という観点が

しばしば持ち出されるが，これにはいかなる意義

があるのであろうか。

日本において展開されてきた正義論の多くは，

制度の内に対話や契約といった装置を持ち出す意

義についてあまり明確にしてこなかったように思

われる。しかし，例えば現代正義論の代表的論者

であるJ・ロールズの原初状態の叙述が彼の正義

論にとって非常に重要な役割を果たしていたよう

に，制度空間の構造のあり方を考える際には，そ

の基盤となる基底空間とでも言うべき構造に関す

る議論を，避けて通ることはできない。この基底

空間についての議論の中心は，社会構造のあり方

を規定する人格観と共同体観である。それゆえ，

人格観と共同体観を考察し，それらとの関わりで

制度空間はどのように構成されることになるの

か，という方向で正義論を考えることには重要な

意義があるのではないであろうか。本稿では，こ

のような問題意識の下に，法一政治制度が構造化さ

れる制度空間は，一定の人格観や共同体観を前提

にし，それらを基盤とした上で成り立っていると

いう観点から特に，既存の正義論において中心的

位置にある契約論的リベラリズムと対話論的リベ

ラリズムとを比較対照し，前者よりも後者の方が

より豊かな正義原理と制度空間とを支持し得るも

のであるということを明らかにしてゆきたい。

既存の正義論において中心的な契約論的リベラ

リズムの人格観に関しては，これまで，共同体主

義をはじめとする様々な立場から批判が浴びせら

れてきた。もちろん，たとえ契約論的リベラリズ

ムと称される立場であっても，そのすべてが批判

者の想定しているような人格観を共有していると

言えるかどうかは疑問である。なぜなら現代の契

約論は，古典的な契約論的リベラリズムの人格観

を単純に継承してきたわけではなく，ロールズの

ようにそれに修正を加えながら，より豊かな人格

観を構築しようと試みてきたと考えられるからで
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ある。しかしながらそれでもなお，現代正義論に

おける契約論的リベラリズムが抱く人格観には，

問題が残されているのではないであろうか。

古典的な契約論的リベラリズムにおいては，社

会的関係から切り離され，自己決定だけを拠り所

とする抽象的自我が想定されてきた。その立場は，

自由で平等な独立した個人からなる自然状態を出

発点としながら，正義を自然権をよりよく実現す

るための義務の規則とする。したがって，個人は

他者との関係に先行し，他者関係は個人のための

単なる自己充足的な手段となる(1)。そしてまた，権

利を所与のものとして有する諸個人は，それを自

らの自律的な選択を通じて自由に行使することが

できる理性的な存在として，契約の場に現れる。

例えば，現代において J・ロックの古典的な契約

論的リベラリズムを基本的に継承している R・

ノージックは，次のように述べている。財産は，

個人の人格を発展させるために，また自分の思う

ような生活を送るために不可欠なものである。財

産の所有は人格から切り離すことができず，また

その一部であるため，所有権は絶対的で不可侵の

ものである。それゆえ，ある人の財産をそれがあ

たかも集団全体の資産の一部であるかのように再

分配することは，その人を他の人々の目的のため

に利用することを意味する。このように，古典的

なリベラリズムあるいはその考え方を継承してい

るノージックをはじめとするリノfタリアニズムに

おいては，個々人が生来的なものとして有してい

るとされる自然権の中では所有権こそが絶対不可

侵のものであり，自己の身体の一部でもある財産

に対する侵害は，諸個人の自由を確保するために

決して許されない。その帰結として，諸個人の自

発的な同意に基づかない物質的な財の再分配はも

ちろん許されず，福祉の権利も認められないこと

になる(2)。

以上のような古典的な契約論的リベラリズムの

(あるいはそれを継承する)立場に関しては，次の

三点を批判することが可能である。第一に，この

立場において権利主体としての個人は，既に自律

しかっ合理的に思考し行為する存在として想定さ



れているが，他者との相互行為や，共同体の歴史

や文化，伝統などの社会的条件による影響を通じ

て，自己の善き生の内容や人格自体を変えてゆく

存在とは見なされていない。個人は，主体として

のいかなる本質的特徴においても相互の関係に依

存していないのであって，相互の聞にどのような

依存関係が成り立つとしても，それは多かれ少な

かれ偶然的なものなのである。第二に，互いに独

立した諸個人が他人の権利を侵害しないような範

囲で自己利益を追求するために社会契約を結ぶ、と

いう，この立場が示す考え方は，異なる善の観念

を持つ人々が対話を通じて相互交流する過程で，

何らかの価値について合意へと収数してゆくとい

う，諸個人間の理解可能性や共約可能性に対して

目を向けていない。つまり，道徳的な規範が他者

との対話を通じて個人の成長の過程で学習され内

面化されてゆくという側面が，過小評価されてし

まっているか，そもそも考慮の外に置かれてし

まっているのである。そして第三に，この所有権

を絶対視する見方からすれば，自己の財産の所有

さえ守られていれば，人格はそれに基づ、いて自由

な活動をしてゆくことができることになる。しか

し，たとえ財の所有が諸個人の自由を確保すると

いうことを認めるとしても，そもそも最初の財産

取得と財の交換の歴史的過程とが正当であるとい

かにして確認できるのか。また，それを確認でき

るとしても，このことは諸個人の間での財の所有

の差やそれによって生じる自由の度合いの差を容

認することに他ならないのではないか。また，諸

個人の自由な活動や人格の形成に関わる財は，古

典的なリベラリズムが想定してきたような物質的

財に限られるものなのであろうか。

このような財についての古典的リベラリズムの

狭い見方に対し，財を広がりのあるものとして捉

え，その分配問題を正義論として展開したのが，

ロールズである。ロールズの正義論においては，

分配の対象となる社会的な基本財は，自由と機会，

収入と富，自尊心の基礎となる様々なものからな

り，それらの分配はロールズのいうこつの正義原

理に基づいてなされる(九ロールズの正義論につ
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いてここで詳細に論じることはできないが，分配

の対象となる財を広く捉えることは，それらの財

を基盤として生を営む主体である人格もまた，古

典的なリベラリズムに比してより広がりのあるも

のと考えられ得ることをここで指摘しておきた

い。古典的なリベラリズムは，制度空間で保障さ

れるべきは，所有権であり，その保障と両立する

範囲での自由権の保障のみであると言う。そして

そこでの人格は，私的利益を追求し，自己の所有

と自己の自由を最大化する存在として捉えられ

る。これに対し，ロールズの正義論においては，

財が広く捉えられるがゆえに，そこでの人格は，

秩序ある社会の中で，自己の所有権や自由の保護

に固執することだけではなし自由の平等な分配

を保障することと共に，機会や富の再分配を正義

原理に則って保障することにも十分な関心がある

存在として捉えられる。そして人格は，他者に対

する尊重を互いに公的に表現することによって，

自分に価値があるのだという感覚，すなわち自尊

心を確保してゆく存在でもあるとされる(叫。ロー

ルズは，秩序ある社会においては，自己利益のみ

を追求する存在としての人格を想定しているわけ

ではない。彼は，相互尊重や，それによる自尊心

の獲得という他者との相互関係から生じる人格の

側面にも目を向け，さらに，自由のみならず機会

や富をもまた何らかの形で平等に分配することが

個々の善き生の実現にとって必要であると説いて

いる(5)。それゆえロールズの正義論においては，制

度空間で保障されるべき権利は，人格の構成部分

である財の広さに伴って，古典的リベラリズムの

ものと比較するとより広がりを持つと言える。

だ、が，それでもなお，上で挙げた古典的なリベ

ラリズムに対する批判への解答としては未だ不十

分な点が残されているのではないであろうか。と

いうのも，ロールズの場合にもやはり，個人は既

に自律的で合理的な人間であるとされ，他者との

相互行為や共同体の社会的条件から受ける影響を

通じて，自己の人格が変化してゆく存在とは見な

されていない。また，ロールズが描写している原

初状態では，互いに独立した諸個人が，他者に対
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する関心を持つことなし純粋に自己利益だけを

追求して社会契約を結ぶ，と想定されている。こ

のような考え方は，対話を通じて何らかの価値に

ついて合意へと収赦してゆくという，諸個人間の

理解可能性を考慮に入れているものではない。結

局のところ，ローlレズが契約論という立場にとど

まる以上，財を広く捉え，人格の構成部分をより

豊かなものにすることでしか，契約論的な人格観

の問題点を乗り超えることはできない。つまり，

契約論が基本的には「私」というモノローグ的な

観点に立つ以上，他者の人格に対する何らかの形

での配慮や，共同体のあり方などに対する関心は，

常に「私」という存在の限界を超えられないので

ある。

これに対し，正義論に関して対話論的なアプ

ローチをとる理論は，個人主義的な視点から展開

される議論とは異なる人格観を想定するため，そ

こに含まれる問題を解決する試みとして重要な意

義を持ち，広い人格観を打ち立てることに寄与し

得るものであると思われる。対話論的リベラリズ

ムは，契約論的リベラリズムが構築しようとして

きた人格観，すなわち共同体主義などによって批

判されてきた「負荷なき自我」・抽象的自我観や，

利己的で合理的な人格観を克服することが可能な

のではないであろうか。そしてそこからまた，対

話論的な見方は，制度空間に現れる正義やそれに

従う法政治制度の構造にも新たな観点を提示す

るものであるのではないであろうか。

以上のような問題関心から，以下では，まず第

一に，現代の代表的な三人の対話論者がそれぞれ

いかなる人格観を抱いているかを分析し(第2章

第 I節)，第二に，契約論的リベラリズムの人格観

の問題点を対話的人格観はどのように克服し得る

かを考察した上で，対話的人格についての素描を

試み(第2章第2節)，第三に，そのような対話的

人格が，正義論においてどのように反映されるの

かを検討してゆくこととしたい(第3章)。

170 

第2章対話的人格

第 l節既存の対話論

対話的正義論は， J・ハーパーマス， C・ラーモ

ア， B・アッカーマンの三者を代表的な論者として

これまで展開されてきた。対話的正義論を，ハー

ノてーマスは手続主義的な正義論として，ラーモア

はリベラルな正義論として，アッカーマンは平等

主義的な正義論として展開している。このように

同じ対話論という立場をとるにも拘わらず，三者

の正義論の展開に相違が生じるのはなぜであろう

か。この節では，対話的正義論の比較検討に入る

前に，三者の対話的人格観の相違について確認し

ておきたい。なぜなら，この人格観の相違が，三

者の対話的正義論の展開に対して重要な影響を与

えていると考えられるからである。

[ 1 ] ハーパーマス

人格観の問題に関し，ハーパーマスは， G.H・

ミードのアイデンティティ形成過程についての議

論を参考にしながら考察を行っている。重要なの

は，ハーパーマスが，アイデンティティの形成過

程は社会化の過程の成果であると，つまり，人格

は言語に媒介された相互行為を通じてそのアイデ

ンティティを獲得すると考えている点である。

ノ、ーパーマスによれば，言語能力と行為能力を

持った主体が個人として成立するのは，各人が，

特定の言語共同体の成員として成長し，相互主観

的に分有されている一つの生活世界へと入り込む

ことによってのみである。人聞が自己の内面性を

形成するとしても，それは，コミュニケーション

によって確立された相互人格的な関係へと自己を

同時に外化することに応じてなのである(6)。

そして，アイデンティティ形成の過程で諸個人

が道徳的観点をいかにして取得してゆくかという

ことについて，ハーパーマスは， L・コールパーグ

の道徳意識の発達段階のモデルや， R・セルマンの

パースペクティヴ取得の発達段階のモデルを参考

にしながら検討している(η。ハーパーマスによれ

ば，コミュニケーション的行為は，言語に媒介さ



れ規範に導かれた相互行為の中で，諸個人のパー

スペクティヴ取得，道徳判断，そして行為を結び

つけることを可能にするものである。ここではそ

の詳細に立ち入ることはできないが，それらの最

終的な発達段階に位置するのは，討議である。討

議において行為者は，当然に自己中心的なパース

ペクティヴを超えており，さらに，相互的な関係

において討議をする者の聞でのパースペクティヴ

と，討議の対象となっている世界を様々な観点か

ら客観的に観察する世界のパースペクティヴとを

統合する，複合的ノ~-スペクティヴをとることが

可能になる。つまり，討議において行為者は，行

為遂行的態度によって受け入れる人格相互の関係

を，その場に立ち会ってはいるが関与はしない人

聞のとる中立的な態度，すなわち観察者の態度と

結びつけることが可能になる。参加者は互いの

パースペクティヴを受け入れるだけではなく，参

加者のパースペクティヴと観察者のパースペク

ティヴとを取り替えることが可能となるのであ

る。このようなパースペクティヴの取得がなされ

ると，これまで合意を可能にするとされてきた観

点それ自体が議論の対象となる。すなわち，言語・

行為能力を持つ行為主体は，社会的出自，政治的

所属，文化的遺産，伝承された生活形態などの偶

発的な共通性から独立して，これまで論争の対象

とはきれなかった道徳的観点を問題化することが

できる。生活世界によって明証性を与えられつつ

伝承されてきた規範は，その背景を失い，むしろ

原理に照らして正当化されなければならなくな

る。このとき行為は，正義の原理，究極的には規

範を根拠づける討議の手続によって方向づけられ

る。

さらにハーパーマスの考えでは，コミュニケー

ション的行為は，単なる了解過程であるだけでは

なしそれを通じて行為者が，社会的集団への帰

属性と共に自己の同一性を形成し，確認し，更新

するような相互行為に同時に参加する過程であ

るO つまり，コミュニケーション的行為は，文化

的な知が「世界に照らしてなされるテスト」にか

けられる解釈過程であるだけではない。それは同
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時に，社会的統合の過程と社会化の過程とを意味

しており，ここにおいて行為者は，生活世界を従

来とは全く別の仕方で吟味する。ここでは，直接

的に批判可能な妥当性要求，つまり合理性の規準

に照らして吟味がなされるのではなし社会の構

成員の連帯性の規準および社会化された個人の同

一性の規準に照らして吟味がなされる。世界に向

かう相互行為の参加者は，了解作業を通じて源泉

としての文化的知を再生産しつつ，同時に集合体

への帰属性と自己の同一性とを再生産する(8)。

[ 2 ] ラーモア

ラーモアは，人格についての議論の射程に，大

きな留保を付していると言うことができる。とい

うのも彼は，争いのある人格観にコミットするこ

とを拒否し，各人の今現在の人格に基づくといか

なる正義原理が合意されることになるか，という

見方をするからである。したがって彼によれば，

我々の最も深いコミットメントを反映ないしはそ

れに適合するという形で，政治秩序は我々の個人

的理想を具現すべきである，という表現主義は誤

りである。

このように主張した上でトラーモアは，人格の問

題を捉える際に，議論の射程を次のような人々に

限定する。第一に，彼の議論の射程は，既に合理

的対話と平等な尊重という規範を受け入れてお

り，それらを最も重要なものと見なしているよう

な理想的な人々に限定されている。平等な尊重と

いう規範よりも，自己の善き生についての見方を

優先させる者が存在すると，人々が政治的(強制

的)諸原理をすべての人にとって共通に正当化し

得るようなものへと収数させてゆくことはほとん

どの場合無理であろう。我々は，そのような人々

が適切な訓練を通して平等な尊重という規範に価

値を見出すようになると信じなければならない

が，道徳の核を理性だけが正当化し得ると期待す

ることはできない。したがって，この点で， リベ

ラリズムが政治的諸原理に期待し得る「合理的透

明性」には限界がある。リベラルな政策がその原

理に対して提供する公的正当化は，市民が平等な
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尊重へのコミットメントを含むような生活様式を

共有していることを前提にしなければならない。

それを共有していない人々に対しては，いかに反

事実的な想定に基づいているとしても，合理的対

話と平等な尊重という規範が彼らにも同様に正当

化し得るものであると応えるしかない。

第二に，彼の議論は，政治的な自発的連合体の

諸原理を考案することに対して実際に関心を持つ

人々に限定されている。人々は自分自身をこの共

通の営為に参加する者と捉え，その関心を共有し

ている。したがって，政治的な自発的連合体にお

いて，すべての人とではなし関係を持とうと考

えている者との共存をはかることが人々の目的で

ある。この限定が必要であるのは， リベラリズム

が，コスモポリタンな世界政府論ではなく，国民

国家という形式をとるような政治的生活の問題に

関わるからである。

ラーモアの考えでは，結局のところ，人々は，

リベラルな諸原理に従った政治の組織化について

考えることが可能となる前に，共通の生を送って

いなければならない。つまり，彼らは予め自分の

ことを「国民」と考えていなければならない。た

だし，共通の生が現に存在しているという想定は，

平等な尊重を共同して実践する方法を与える共通

の歴史的経験だけで十分に可能なものである(へ

したがって，国民を構成している共通の生が， リ

ベラルな原理への献身だけでなく，その他に共有

されている諸価値にも基づかなければならないと

考える共同体論は，この点で、誤っている。

[ 3 ] アッカーマン

アッカーマンによれば，もしリベラルな国家に

おける市民が， リベラlレな政治的対話に参加しな

いならば，彼らのアイデンティティは他の社会的

関係 家族，会社，宗教的共同体など によっ

てのみ構築されることになるであろう。しかしな

がら人々は，リベラルな政治的対話に参加するこ

とによって，さらなる別の役割を彼らの社会的ア

イデンティティにつけ加えることを誓う。した

がって，対話論的リベラリズムは，相互に独立し
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て自分自身の感覚や権利を獲得し，政治を単なる

「自然権」の保護の手段としてのみ認識するよう

な，前社会的生物としての人間というイメージに

依拠するものではない。個人は生存の継続のため

に身体的に他者に依存しているだけでなく，自我

という概念を構築し，生における諸目的を打ち立

てる際に使う財の確保のために，文化的にも他者

に依存している(10)。

リベラルな対話の役割は，各人の自律の要求を

深め，それと同時に他者を尊重に値するものとし

て認めるような，対話のプロセスを提供すること

である。自己定義の過程がこのように相互的なも

のならば，個人が自分自身の個性を定義する際に

他者に依存しているとしても，リベラリズムの主

張が揺らぐことはない。リベラリズムは，人々の

社会的依存を無視するのではなしその構造のあ

り方を重視するのである。リベラルな国家におい

て，社会的依存の様々な形態は，中立的対話のプ

ロセスに従属している。だが，このリベラルな対

話は，生の最終的な問題を解決するものでも，他

の社会的プロセスの多様性や活気を破壊するもの

でもない。つまり，リベラルな国家においては，

人々にとって意味のある様々な形態の社会生活の

存在が保障されるのである(11)。

リベラルな国家における市民の資格として要求

される最小限の対話は，他のあらゆる点で合意し

ないことが許されている諸個人の聞でも，なお相

互理解の関係を形成する。各人は，他者の自尊へ

の要求を認めながら，政治的共同体の成熟した構

成員としての立場と矛盾することなし自分自身

の善を追求することができる。

このような考え方から現れてくるリベラルな共

同体は，共同体の最も薄い形態であり，愛や共感

あるいは共通の利益への訴えに依拠するのではな

く，コミュニケートするという単純な欲求に依拠

するものである。人々は，究極的な生の意味につ

いては不一致であるが，現実における権力の腐敗

や基本構造の非正当性を，互いに権利を尊重しあ

う自由で平等な市民の聞での公的対話という厳格

なテストによって吟味する。そして，ここから生



まれるリベラリズムの本質は，人々に対して特定

の形市上学や認識論が真理を含み，真理全体であ

り，真理以外のなにものでもない，と宣言する権

利を否定することである(1九リベラリズムが理想

とする社会は，正義に適った権力構造においてな

されるあらゆる方向から集まる対話の網の中で，

自由な人々が行動することができる社会であ

る(問。

第2節対話的人格

以上の既存の対話論の人格観は，契約論的リベ

ラリズムの人格観に対する批判や問題点に，どの

ように答えることができるのであろうか。この節

では，まず，対話論の見方をとることは，モノロー

グからダイアローグへという視点の転換を意味す

るということを確認し([lJ)，次に，その視点の

転換を踏まえて，対話的人格観を素描する([2 J)。
そしてその際に，対話的人格観は，-負荷なき自我」

観を否定するものであること，さらに利己的・合

理的個人主義のみを肥大化する人格観をとるもの

ではなく，それを修正しようとするものであるこ

とについても明らかにしたい。

[ 1 J モノローグからダイアローグへ

正義論は，個人や集団の聞に現存する様々なコ

ンフリクトをいかなる形で解決し，諸個人が共存

してゆくための社会秩序をいかにして構築するか

という問題に密接に関連するものである(1ヘこの

問題に関して契約論は，基本的にはモノロジカル

である「私」の視点からアプローチする。すなわ

ち，契約論においては，契約当事者は，いかなる

社会を形成すべきかということを考える際，それ

を内省的に行うと想定されている。契約当事者は，

自己の合理的選択の結果としていかなる正義原理

を採用するか，あるいは自己の善き生が実現され

るためにはいかなる社会契約を結ぶ、ことが望まし

いか，という観点からのみ正義原理を選択すべき

だとされるのである。したがって，このアプロー

チからすれば，ある正義原理を選択することに

よって他者がどのような立場に置かれるかという

対話的人格と正義論

他者に対する同情や尊重や共感，あるいはまた，

共同体の秩序に対する関心は，考慮されることが

あったとしても，その考慮の射程は「私」の視点

から他者や共同体をどう見るかということにとど

まる(15)。このことから，契約論においては，契約

当事者を平等な人格として扱うという場合の平等

という価値，あるいは正義原理を公正なものとし

て構築するという場合の公正という価値を正当化

するためには，契約当事者の個人的視点だけでは

なしそれ以外の外在的条件を持ち込まなければ

ならなくなる。例えば，-人格を常に手段としてで

はなく目的として扱うべし」というカントの格率

を，あるいは，公正という価値が伝統的に根づい

ている共同体においてはその伝統を，個人的視点

に対する制約として課すことが考えられるかもし

れない。いずれにしても，契約論においては，何

らかの根拠を外在的なものとして持ち出すことに

よってしか，正義原理の普遍性を確保できないの

である(16)。

しかし，この契約論の考え方には次のような問

題がある。契約当事者からなされる個々の要求は，

他者との相互的な関係において認知されない限り

社会的な規範とはなり得ない。そしてここでは，

普遍化可能性の原理 ある論理的な個体に一定

の属性が備わっているという判断の中には，他の

類似の個体にも類似の属性が備わっているという

判断が論理的に含まれているという原理一ーを援

用するだけでは不十分である。なぜなら，すべて

の契約当事者が権利を有し，またその尊重を義務

づけられるということは，契約当事者個人の要求

が十分に普遍化されたとしても，当の契約当事者

自身がそう考えるということにとどまり，依然と

してその要求が社会的に承認されるということに

は及び得ないからである。結局のところ，契約論

が「私」という視点から出発する以上は，その視

点の内側において普遍性や公正，平等といった価

値を正当化することは不可能であり，個人的視点

とは異なる条件を外側からの制約として別に導入

せざるをf号ないことになる。

このような契約論のアプローチに対して，対話
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論は，ダイアロジカルである「我々」の視点から

正義論を考察する(1η。契約論においては，独立し

た個人とその集合体としての社会が想定され，他

の個人や社会の存在は，自己の合理的な選択内容

にとって関連がある，あるいは重要である場合に

のみ考慮される。これに対し，対話論においては，

そもそも諸個人はそのように独立しかっ自己の利

益にとって合理的な選択だけを行うような存在と

は考えられていない。対話論は，対話によってコ

ミュニケートすることを通じて他者と関係する個

人を想定し，そのような個人の集合体としての社

会を「私と他者たちがともにそこに居合わせて共

同的に生活している }18)世界として想定し，その

社会のあり方に関わるものとして正義論を考察す

る。したがって，この見方には他者の存在が最初

から視野に入れられており，他者の存在は，ただ

単に個人と衝突したり個人にとって障害となる，

あるいはまた個人の自己利益のために必要となる

ものではなしむしろ世界の中で共に生きる必要

不可欠な要素として考えられているのである。

したがって，対話論においては，契約論のよう

に個人的視点だけから，あるいは個人的視点とそ

れに外在的制約を課す超越的で絶対的な条件との

組み合わせから，その理論が構成されるのではな

い。対話論のとる「我々」という視点は，そもそ

も個人的視点と社会的視点とをその内部に包含し

ている。対話論は，対話の遂行それ自体の中に，

自己中心的ないしは単一中心的な世界とは異なっ

た，世界の「多中心性」を表現しているのであ

る(19)。

このような対話論の視点それ自体は，言語学的

に説明されるかもしれないし問、あるいは現象学

的に他者理解の可能性に関する問題として説明さ

れるかもしれないが，本稿では，こういった問題

に関しては深くは立ち入らない。ただ付言するな

らば，一般的に個人的視点にとどまる以上は，そ

の個人の外側にあるものとしてのみ認識される存

在(他の個人あるいは他の集団)の心理や思考，

あるいは言語さえもほとんど理解され得な

い(21)。そして逆に，常に社会の全体を考慮しよう
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と，いわば社会的視点のみにとどまろうとすれば，

その内部における個人は，真剣に考察されなく

なってしまう (22)。しかし，対話論においては，個々

人は，このようにどちらか一方の視点からのみ，

自己あるいは他者や共同体を捉えたり，現実の諸

問題に対時したりするわけではない。対話論の立

場は，独立した個人によって構成される結びつき

や契約として対話とそれを通じた共生を説明する

ものではないし，共同体の中に完全に埋没し，境

界線のない個人の間での平坦で同質化した共生を

認めるものでもない。対話とは，常に個人と社会

との間での緊張関係を調整しバランスをはかつて

ゆくプロセスに諸個人が協同で参加するという，

動態的な営為である。そして，現実に存在する個

人や集団の問でのコンフリクトをいかなる形で解

決するかという問題に関わる正義論においては，

このことは次のような帰結を含む。すなわち，対

話論は，個人の活動範囲をいかにして拡大するか，

つまり自由の領域をいかにして最大限確保するか

という形で正義論を立てるのではなく，自分が生

活している社会の構成要素として他者の存在を必

要不可欠なものとして認め，他者に対する尊重と

いう義務を相互に負いつつ，我々が互いに自己の

善き生を構想し実現してゆくことはいかにして可

能かという問題として正義論を考えることを目指

すのである。

[ 2 ] 対話的人格の素描

第 1節で考察したハーパーマス，ラーモア，アッ

カーマンの三者は，表現方法を異にはするが，対

話論的なアプローチの独自の意義を認識してい

る(問。彼らの主張を積極的に解釈すれば，それぞ

れ次のように言うことができる。まず，ハーパー

マスは，道徳意識の発達段階という形で，諸個人

が自己中心的な観点から道徳的観点のパースペク

ティヴ、へと移行してゆく過程を説明し，理想的発

話状況における当事者は，その最終的な発達段階

である道徳的ノfースペクティヴをとる存在だと考

える。また，彼は，コミュニケーション的行為が，

同時に社会的統合の過程と社会化の過程をも意味



するものとする。これら二つの契機は，コミュニ

ケーション的行為の中において，行為者相互の同

一性および一方と他方との非同一性の確保を要請

するものと見なされている。もっとも，後に第3

章において見るように，ハーパーマスはこれら二

つの契機の内の一方のみを肥大化させてしまい，

他方の重要性，すなわち一方と他方との非同一性

もまた，行為者にとって必要不可欠であることを

軽視する結果となっている。

次に，ラーモアは，多元主義的な現代社会にお

ける諸個人の善の多様性を重視し，一方では，そ

のような多元主義的な社会におけるコンフリクト

を解決する手段として中立的な対話に期待する。

それと共に，他方では，そのような中立的な対話

を支えるものとして，合理的対話という普遍的規

範や平等な尊重という規範，およびその背景をな

す共同体の歴史的経験の存在に着目する。個々人

は，共通の歴史や伝統の影響を受けながら自己を

形成しつつ，共有された歴史的な経験を基盤とし

て，自己の善を自由に構想してゆく存在であると

考えられている。ラーモアにおいても，ハーパー

マスと同様に，個人は，共通の歴史を担いながら，

自己の善き生を構想し，他者の善との聞の調整を

はかりつつ自己の生を実現してゆく存在であると

考えられているのである。

さらに，アッカーマンにおいてもまた， リベラ

ルな国家における市民は，彼らにとって共通の問

題である権力をめぐる争いをコントロールするた

めに，相互に理解可能な対話を通じて，その正当

性に対する問いという試みに参加してゆく存在で

あると考えられている。そして，人々には，一方

では自己の善き生を構想し，それを実現してゆく

存在としての個人という面があり，他方では中立

性に適う権力の分配とその行使を求められ，ある

いは他者に対しでもそれらを要求してゆく存在と

しての個人という面がある。人々はそれら二つの

側面を担う存在として，対話的な共同体を構成し

ている。

この三者の見方に共通して含まれている対話的

人格観とは，いかなるものなのであろうか。約言

対話的人格と正義論

すれば，それは次のようなものとして表される。

すなわち，対話的人格とは，個人善と共同善の聞

の緊張関係を対話を通じて調整してゆくという行

為を担う人格であり，決して古典的な契約論的リ

ベラリズムのように生来的に合理的で独立し，決

して変わることのない固い人格ではない。また，

対話的人格は，いわゆる共同体主義の立場が考え

ているような，共同体やそこにおける文化や伝統

に完全に埋め込まれ，それらによる制約から抜け

出すことが不可能な存在ではない。また常に，共

同体の文化や伝統の枠内でのみ語り，行動するこ

としかできないような，特定の共同体によって固

定されてしまった位置ある人格でもない。対話的

人格は，対話の実践を通じて相互に変わることが

でき，そして様々な人との対話を通じて自己の誤

りを認識し，新たな人格を形成してゆく可能性に

対して聞かれている人格である(判。我々は固い確

信を持つことと，もし自分で反照してみて答える

ことのできない反論に直面した場合には，その信

念を変更する用意があることとの聞でのバランス

をとることが求められる。我々は，必要な場合に

は，自分と対立する者の立場を採用し，それに基

づいて行動しなければならない(25)。したがって，

我々の人格は，人生のあらゆる時間を超えて，あ

るいは存在している場所，埋め込まれている文化

や伝統を超えて，常に画一的で固定的なものであ

るわけでは決してない。我々は様々な他者や価値

観や文化に出会い，そして自己あるいは白己とは

異なる存在に遭遇し，それらと対話することで他

者を理解すると共に，自己の可能性をも聞くこと

ができる。我々は，自己が属している集団，文化，

伝統，共同体それ自体の価値観や見方や生活様式

をそのまま受け入れたり，その中にいる構成員に

対して強制することを良しとする存在ではない。

むしろ，自分自身の誤りに対しても，また，自分

自身の一部が拠っている文化や伝統などの狭さに

対しても，批判の目を向けなければならないので

ある。

さらに付け加えるならば，対話的人格は，自己

の固有の個人善と，自己をも含めた共同体の構成
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員によって共有された伝統，文化，あるいは共同

体そのものに対する尊重という共同善とを調和さ

せてゆくことのできる人格である。例えば，古典

的な契約論的リベラリズムが示す利己的で合理的

な個人は，当然のことながら，ある慣習が正義の

名において強制され得る正当なものであると認め

られない限りは，個人の善を最大限に尊重するで

あろう。これに対し，社会全体の善を重視する共

同体主義的な人聞は，共同善を蝕むような個人善

の擁護を許さず，共同善に反するような個人善が

構想され実現されようとする場合には，そのよう

な個人善を抑圧されるべきものとして扱うことに

なるであろう。しかし，対話的人格は，これらの

極端な見方をとることはない。対話的人格は，ど

ちらかの見方が明らかに正義に反するものでない

限りは，最初からどちらかを一方的に擁護するこ

とはあり得ず，対話のプロセスを通じて個人善と

共同善とのバランスの結果としてどちらをより重

視することになるかを定める。これを個人による

選択可能性の問題として考えるということもでき

るであろう。つまり，社会には，共同善を擁護す

る人もいれば，それに反する類の個人善を選択す

る人もいるのであるから，一方である集団から脱

退する自由を保障すると共に，個人が共同善に従

うか，自己の善に従うかを選択することを認め，

他方でその共同善自体を法的に規制することは許

されないとする解決の仕方も対話論においては認

められると言える。

では，このような対話的人格観は，契約論的な

人格観の問題点をどのように克服し得ているであ

ろうか。まず，対話的人格観は，一般にリベラリ

ズムが想定していると批判される，利己的で合理

的にのみ行動するような人格観をとるわけではな

い(26)。なぜなら，-リベラルな対話は，相手に対す

る支配権を得るための技術ではなく，むしろそれ

は我々双方が相互に尊重された個人という，より

深い承認を獲得するための手段なのである }27)，

というアッカーマンの言葉からも分かるように，

対話論は，対話的な意味での人々の間主観的関係，

すなわち対話を通じた等しい尊重の規範の遂行と
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相互承認により成り立つ人々の相互関係を捉えて

いるからである。しかし，アッカーマンが特に強

調しているように，個人が他者に依存していると

いうことは，自分を別個の個性や目的を持つ独立

の人間であると見なすことに意味がないというこ

とではない。むしろそれが意味するのは，自己が

所有しているすべての個性は，社会から独立して

得られたのではなく，社会との相互行為の結果と

して得られたということである。

また，対話的人格観は，一定の社会的文脈の中

に生きる個人を捉えようとする。実際，ラーモア

やアッカーマンは，現実における社会的アイデン

ティティが剥奪され抽象化された個人を想定して

いるわけでは全くない。もっとも，ハーパーマス

に比して，彼らの考える対話的人格は，中立性に

よって強く制約されている。しかしながら，彼ら

が対話に対して中立性という制約を課しているの

は，多元主義的な現実社会においては諸個人にあ

まりに負荷がかかりすぎ，そのままでは政治秩序

が成り立たないためである。彼らの意図は，政治

秩序の形成に関する対話が行われる公共的な対話

空間では，人格の負荷をある程度捨象しなければ

ならないということにとどまるほ8)。

私は，ラーモアやアッカーマンのようなリベラ

ルな対話論が，公的な対話空間において，様々な

負荷を負った人格をある程度捨象することには意

味があると考える。というのも，ラーモアやアッ

カーマンが述べているように，現実において個々

人には多くの個別的な負荷がかかっており，それ

らすべてを制度空間に持ち込もうとすると，相互

に共有し得る秩序が成り立たなくなってしまうか

らである。秩序を形成するためには，基底空間に

おける「生の」人格をそのまま持ち込むのではな

く，制度空間が「公的」なものであるがゆえに捨

象されるべき人格の要素も存在するのである。

個人の純粋な私的領域においては，諸個人が，

社会的視点をとることなし個人的視点に基づい

て思考したり，行動したりすることは許されるで

あろう。けれども，諸個人のそのような行動が対

話空間において公的に問題とされる場合(例えば



個人的な晴好として人を傷つけるといった行為)

には，それに対する公的規制は許容され得る。現

実に様々な選好や性質を持った諸個人の人格をそ

のまま制度空間に持ち込み許容することは，そも

そも公共的な制度空間それ自体の存続を危うくす

ることに他ならないからである。したがって，今

挙げた極端な例に限らず，制度空間においては，

捨象されるべき人格の特徴というものも存在する

のである。

しかしながら，上のように考えたとしても，既

存のリベラルな正義論におけるいわゆる公と私の

区別をそのまま受け入れることが正しいというこ

とにはならないであろう。既存のリベラリズムは，

一定の公と私の区別を自明の前提として受け入

れ，それに基づいて規範的空間における人格を固

定的に考え，それを正義論の内容に反映させてき

た。しかし，上で素描した対話的人格の観点から

は，リベラリズムによる公と私の線引きの基準を

再考し，ともすれば固定的な線引きに基づきがち

な既存の正義論を改めて考え直すこともできるの

ではないであろうか。この点に関しては，次章の

第2節において検討する。

第3章対話的正義論

この章では，対話的人格観を前提にした場合，

正義に基づく制度空間はどのように構成されるこ

とになるかについて，次の三つの問題意識の下で

検討したい。まず，以上のような対話的人格観を

前提にすると，いかなる正義論が展開され得るで

あろうか。すなわち，対話論は，ハーパーマスが

主張するような手続主義的な正義論にとどまるも

のなのであろうか(第1節)。あるいは，ラーモア

やアッカーマンのように，対話論の観点から実質

的正義論を展開することが可能なのであろうか

(第2節)。そして，契約論の立場から構成される

正義論とは異なる対話的正義論の独自性は，どの

ようなところに現れるのであろうか。つまり，具

体的な問題に関して，対話論は契約論とは異なり，

いかなるアプローチをすることが可能なのであろ

うか(第3節)。

対話的人格と正義論

第 l節手続主義的正義論の批判的検討

一般的に言えば，対話論は民主的な決定手続に

結びつき，その正義論も手続主義的な方向で展開

されてきた。手続主義的正義論によれば，対話的

正義論は規範の妥当性を討議を通じて確証するた

めの手続に関わるものであり，それ自体は形式的

なものであって実質的な内容を持たない。そして，

手続上の諸規則は，正義の内容に実質的な方向づ

けを与えるわけではなく，正義の内容について現

実の人々が行う実践的な討議が可能となるための

条件を与えるにとどまるとされる(29)。例えば，

ハーパーマスは，正義論に対する討議という視点

からのアプローチは，当事者による対話のプロセ

スを重視するがゆえに，分配の正義ではなくコ

ミュニケーション構造の歪みを矯正するための手

続的正義にとどまるべきである，としている。

しかしながら，そのようなコミュニケーション

構造の歪みの原因に目を向けるならば，一切の権

力関係から解放された状況を可能にするための社

会的諸条件に関しでも，実質的な議論を展開する

必要があるのではないであろうか。ハーパーマス

は，理想的発話状況を，目指すべき理想の共同体

であると考えることは否定しているが，正当とさ

れる合意が現実の様々な権力関係によって歪めら

れたものであってはならないと述べているo そう

であるならば，そのようなコミュニケーション過

程において生じる権力関係をいかにして実質的に

排除してゆくかということに触れないわけにはゆ

かないのではないであろうか。

確かに，ハーパーマスのいう理想的発話状況に

は，平等主義的な側面が含まれてはいる。という

のも，彼は，討議という反省されたコミュニケー

ション的行為の了解志向的構造の中では相互性と

承認関係が常に前提とされ，すべての道徳的理念

が，その相互性と承認関係を中心にめぐっている

と考えるからである。そして，このことから普遍

化原則を，さらにはその具体的な規則として対話

への平等な参加の保障，議論に寄与する平等な

チャンスの保障，あらゆる抑圧の排除などを導き

出す。ハーパーマスがいかに実際には触れていな
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いとはいえ，この規則の中に実質的正義原理が既

に含まれている。つまり，これらの対話のあり方

を保障するには，一定の正義原理が必要となるは

ずなのである。そのようなものとしては，例えば，

対話への参加を可能にするそもそもの前提となる

生活諸条件の平等な保障，あるいは議論に参加す

る能力を人々に与えるための教育の平等な保障，

さらには権力関係から生じてくる抑圧を排除する

ための構造的不平等の是正といったものが挙げら

れる。実際にハーパーマス自身も，普遍化可能な

利害を体現しなければ規範が妥当とされないなら

ば，規範的妥当性の意味の中には，普遍的福祉の

原理あるいは他者に対する非特権的な配慮ないし

は責任の原理が既に考慮されているのだと述べて

いる(30)。

以上のハーパーマスの理論には，リベラルな要

素とデモクラティックな要素の両方が含まれてい

る。このことが，彼の議論がリベラリズムの立場

からはもちろんのこと，デモクラティックな立場

からもまた批判される原因であると考えられる。

そこでまず，デモクラシーを支持する立場から当

然に出てくるハーパーマス批判を取り上げたい。

それは，ハーパーマスにとって最も重要なのは，

討議の諸条件に基づく合意であって，討議は実は

そのための手段にすぎないのではないかという批

判である。それは，ハーパーマスが，討議の諸条

件によって根拠づけられる合意と現実の人々に

よって実際に達成される合意のどちらを重視する

のかという問題に関わっている。この批判によれ

ば，ハーパーマスは，後者の重要性，すなわち合

意がモノロジカルにではなくダイアロジカルに達

成されることの重要性を強調するとされる。その

ようにして獲得された合意は，実際には，討議の

諸条件によって根拠づけられる合意とは異なる可

能性がある。そのような場合に，彼が後者の合意

をあくまでも正しいと主張し，現実の合意を不正

なものと見なすのであれば，それはデモクラ

ティックな討議を経た合意よりも普遍的な合意の

方を高次にあるものと見なしていることになる。

それゆえ，彼の議論はデモクラティックな正義論
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とはならない，と批判されるのである。

もしこの批判どおりに，ハーパーマスが理想的

発話状況の下でなされるであろう普遍的な合意を

現実において達成することが重要だと考えている

ならば，理想的発話状況においてルーノレ化された

内容を現実化(制度化)しようと考えることは当

然のことであると思われる。だが彼は，理想的発

話状況をあくまでも非現実的なものとして捉え

る。ハーパーマスにとって理想的発話状況は，そ

こにおいて現実の合意よりも高次にある正しい合

意を得るための条件を体現したものである。つま

り，このことが意味しているのは，ハーパーマス

が，理想的発話状況を現実の不正を常に照らし出

すための抗事実的な批判理論として捉えていると

いうことである。ここに，ハーパーマスの議論が

デモクラティックな性格を強く有する所以があ

る。すなわち，彼が，あくまでも現実の個別的な

合意や決定は現実の人々による実践に委ねられる

べきだと考えているために，理想的発話状況が批

判理論としておくにとどめられ，それが現実社会

における制度として強制されることはないという

ことが，彼の議論がデモクラシーの立場と調和す

ることを示していると言えよう。

ハーパーマスにとっての正義原理は，討議の諸

条件や理想化された対話の相互性を前提とする理

想的発話状況における諸規則を「手続化」したも

のである。それは，討議過程を重視する立場にあ

る正義論は，何らかの倫理的な内容を明らかにす

ることを目指すのではなく，判断形成の不偏不党

性を保障する手続とはいかなるものかを，それも

十全な前提を満たす手続とはいかなるものかを明

らかにするものだと彼が考えていることの帰結で

ある。実践的な討議とは，正当とされる規範を作

り出すための手続ではなく，仮説として検討にか

けられる規範が妥当か否かを吟味するための手続

なのである。そして，ハーパーマスがこのような

手続的原理に正義論の射程を限定するのは，機能

的に分化し，文化的に混然としている現代社会に

おいては，自由な市民を平等に扱い，手続的正義

という規準に従って彼らのコンフリクトを解決す



るような法以外には，し功ミなる共通善も存在し得

ないと信じているからである(31)。

以上のようなハーパーマスの手続主義的正義論

については， リベラリズムの立場からの批判も存

在する。ラーモアは，ハーパーマスが次の二点に

ついて討議の重要性を指摘していることについて

は正しいとする。すなわち，人々が道徳的に尊重

すべきである他者の関心について学ぶことは，他

者の利益に関して自分が有しているコンセプショ

ンに頼ることによってではなく，彼らと実際に話

すことによってのみ可能であること。そして，政

治的領域においては，公的な討議はそれ自体で本

質的かつ根本的な価値を有するものだということ

である(32)。それにも拘わらず¥ハーパーマスには

次のような基本的で重大な誤りがあるとラーモア

は批判する。

第一に，ノ、一ノTーマスは近代の特徴として形而

上学的で宗教的な世界観の終駕を挙げるが，ラー

モアによれば，善き生の性質についての合理的な

不一致，さらには道徳の哲学的な基礎づげに関す

る合理的な不一致さえ，現代社会の状況である。

そして究極的で根本的な事柄についての論争は，

諸個人が，そのような不一致にも拘わらず，政治

的な自発的連合体の諸目的にとって適切なもので

ある核の道徳には同意し得るという確信を背景と

して進行する。実際，そのような核の道徳だけが，

生の意味についての合理的な不一致に対し，政治

的諸原理の確立のために重要な役割を果たし得る

唯一のものなのである。特に，倫理的，宗教的，

哲学的な論争の結果として得られた，善に対する

正の優位という政治的原理は，政治的な自発的連

合体は，あらゆる合理的な人々が相互の差異の大

きさにも拘わらず今日においても受け入れ得るよ

うな，核の道徳に依存しなければならない，とい

う確信を表すものである。ラーモアによれば，こ

の核の道徳の中心にあるのが，平等な尊重という

原理である(33)。

ラーモアの第二の批判は，基本的な個人的諸権

利(良心の自由，言論の自由，集会の自由に対す

る諸権利，および私的財産に対する諸権利)と人

対話的人格と正義論

民主権というデモクラティックな理念との関係に

ついてのハーパーマスの考え方に向けられる。

ハーパーマスが正当にも捉えているように，リベ

ラリズムは，多くの場合，人民主権の適切な限界

を定める機能を，個人的な諸権利に割り当ててき

た。すなわち，リベラリズムは一般的に，基本的

な個人的諸権利をデモクラティックな自己支配か

らは区別される価値として，そしてそれに優先す

るものとして考えてきた。しかし，まさにそのこ

とをハーパーマスは拒絶するのである。ハーパー

マスの目的は，基本的な個人的諸権利とデモクラ

ティックな自己支配とが，共通の起源を有する価

値であると主張することにある。これらは，ハー

ノfーマスにとっては相互前提の関係にある。つま

り，自己支配は，個人的な諸権利を擁護するため

に役立つものとして，諸権利は，人民主権を行使

するための必要条件を提供するものとして最もよ

く理解される。しかし，ハーパーマスは基本的に，

自己支配を明白に優先させている。彼の見解にお

いては，デモクラティックな自己支配こそが個人

的な諸権利の合理性を導き出すと想定されてい

る。個人的諸権利の基本的な目的は，リベラリズ

ムが一般的に信じていることとは異なって，人民

主権という権威を制限することではあり得ない。

ラーモアによれば，ハーパーマスがデモクラ

シーに対して付与している優先性は，彼が諸権利

と自己支配の共通起源であると考えている基本的

な価値一一「自律」 に明白に認められる。ハー

ノfーマスは，形而上学的で宗教的な世界像への訴

えが終わりに近づいている，ポスト形而上学的な

時代において，諸個人が自分自身を実践的な諸規

範の主体と見なすことができるのは，自分自身を

これらの諸規範の源泉と見なす場合に限られる，

と論じる。デモクラティックな自己支配は，この

自律という概念の政治的領域への適用にすぎな

い。市民が，自分自身を政治的な自発的連合体の

諸ルールによって拘束されたものと正当にも見な

し得るのは，これらの諸ルールが市民自身からで

あって，より高次の源泉から生じたものではない

という限りにおいてである。ラーモアの考えでは，
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このような見方は，既存のリベラル・デモクラシー

のある重要な要素，すなわち，政治的な自発的連

合体の正当な諸原理は，それらが拘束しようとし

ているあらゆる市民にとって，合理的に受け入れ

可能なものでなければならないという要素を含ん

でいるが，このようなハーパーマスの主張は，既

存のリベラル・デモクラシーのコンセプションと

は断絶している。ハーパーマスは，基本的な個人

的諸権利は人民主権という理念の下でのみその適

切な基礎を持つのであり，したがって，市民は，

彼らの集団的な意思を彼らを拘束するあらゆる諸

規範の源泉として理解するであろうと主張するの

である。ハーパーマスの目には，個人的諸権利の

本質的な機能は，主に国家権力を制約するところ

にあるのではなしむしろ，諸個人のデモクラ

ティックな自己支配への参加を補強するという，

より深いレヴェルにあると映っている。個人的諸

権利は，我々を集団的意思から守るために役立つ

のではなく，むしろそのような意思を作り上げる

際に必要な手段を提供するために役立つ。例えば，

言論の自由という権利は，それ自体共通の政治的

意思を形成する手段として推奨されると考えられ

る。つまり，ハーノTーマスは，デモクラティック

な自己支配を近代のリベラル・デモクラシーの唯

一の規範的な基礎であると考えようとしている。

しかしラーモアの見るところでは，このデモクラ

シーは，リベラルな諸原理への服従つまりリベラ

ル・デモクラシーではなく，むしろラディカル・

デモクラシーとして理解されることが適切であ

る。ラデイカル・デモクラシーにおいて，政治的

な自発的連合体は，自己支配を貫徹するのであり，

リベラルな諸原理が前もって与えるいかなる規範

にも服従することはない。このような自己支配に

ついての理念は，憲法的諸原理を既に妥当なもの

として支持された道徳的諸原理の適用として理解

するのではない。その理念は，自律に基本的価値

を置き，法と道徳を捉えるものであり，憲法的諸

原理をより一般的な規範的原理である討議の条件

を明確化したものとして理解するものである。

ラーモアによれば，リベラリズムは，政治的な
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自発的連合体が究極的には，基本的な個人的諸自

由を擁護し得る道徳的な諸原理に常に依存してい

る，と主張してきた。典型的には，そのような諸

原理は，個人的諸自由の擁護にデモクラティック

な自己支配が服従するという結果を伴う，基本的

諸権利の承認の中に存在してきた。この点で，ハー

パーマスが自己支配の理念に与えるラデイカル・

デモクラシーというヴィジョンには，欠陥がある。

デモクラティックな自己支配は少なくとも，先行

する道徳的なコミットメントを表現するような前

提，つまり基本的な個人的諸権利が現実に存在す

ることを承認するような前提に依存するものであ

る。ラーモアの考えでは，これは，ハーパーマス

の意図に反して，デモクラシーについての考えを

リベラルな信念へと引き戻すことになるはずなの

である。その信念とは，基本的な道徳的コミット

メントである。この道徳的確信は，実際のところ，

あらゆる人格は常にそれ自体目的として扱われる

べきであるというカントの格率に結局は帰着す

る。これは，根源的には平等な尊重という規範で

あり，これに従えば，諸個人は，彼らの合理的主

体としての能力の行使が何らかの社会的目標の達

成のために犠牲にされることのない存在として扱

われるべきだとされるのである (34)。

私は，以上のようなラーモアによるハーパーマ

スに対する批判は，正当であると考える。手続主

義的正義論には，ある種の実質的正義論が前提と

なっているからである。それでは，その実質的正

義論の内容とはいかなるものなのであろうか。次

に，この点に関して節を改めて論じることにした

v)。

第2節実質的正義論の評価

[ 1 ] ラーモアとアッカーマン

前節で述べたように，ラーモアは，手続的正義

のみに議論の射程を限定しようとする立場も，結

局はリベラノレな原理に依拠せざるを得ないと指摘

している。このリベラルな原理すなわち平等な尊

重は，人々が政治的諸原理を受け入れ，それに合



理的に合意し得るような基本的な道徳的コミット

メントであり，また，デモクラティックな自己支

配という概念の基盤にあるものでもあるとされ

る。この意味では，討議の概念は，諸個人の道徳

的で政治的な自己理解において根本的な役割を果

たし得ない。討議あるいはデモクラティックな自

己支配の概念のより深いレヴェルにおいては，人

格に対する尊重という道徳的原理が存在しなけれ

ばならないからである。

この平等な尊重という規範は，ラーモアの考え

では，他者への共感でもなく平和への欲求でもな

しその中聞に位置するものであって，対話の継

続の必要性を基礎づけるものである。平等な尊重

という義務が生じるのは，世界についての自己の

見解を導き出す能力をあらゆる人が平等に持つべ

きであるという前提からである。さらにその前提

は，見知らぬ人や弱い立場にある人との対話を継

続するための中立的な理由でもある。ラーモアは，

尊重と共感との違いについて次のように述べてい

る。他者の信念に共感するということは，彼の立

場に自分が置かれたと仮定した場合に，自分が彼

のパースペクティヴを共有することができるであ

ろうと信じることである。他方，他者の信念を尊

重するということは，諸個人が彼のパースペク

ティヴや彼の立場における信念を共有すると想像

し得るかどうかに拘わらず，彼のパースペクティ

ヴから見てその信念が正当に彼のものであるとい

うことを認識することである。共感は人格や信念

やパースペクティヴの想像上の延長を含むのだ

が，尊重は人格の固有性のみに注意を向けるもの

である。つまり，尊重とは，信念に向けられるも

のではなく人格に向けられるものなのである。そ

して，このように捉えられた平等な尊重という規

範こそが，対話の継続を諸個人に望ませるのであ

り，また不一致に直面した場合には，リベラルな

中立'性に則った対話を継続することを要請するの

である (3九

以上のようなラーモアの対話的正義論は，彼の

ハーパーマスに対する批判において，そして平等

な尊重という実質的な根本的原理の重要性の指摘

対話的人格と正義論

において大いに説得的である。しかしながら，そ

の議論には次のような未だ、不十分な点が残ってい

る。すなわち，彼は，この平等な尊重という規範

が持つ意味を限りなく喪失させてしまうような主

張をしている。「暫定協定としての正義」という言

葉に集約されるように，彼の正義論は，リベラル

な正義論というよりもむしろ，デモクラティック

な正義論として捉えられる可能性がある。彼の主

張する合理的対話と平等な尊重というこつの規範

は，伝統や歴史を共有する現実の共同体の構成員

によるデモクラティックな決定を，より正義に

適った形で実現してゆくための制約として働くに

すぎない。したがって，それらの規範による制約

が薄いものとして捉えられれば捉えられるほど，

正義の具体的な内容は，現実の討議とその帰結と

して承認される「共通論拠」に委ねられることと

なってしまう。彼は中立性に対する自分の立場を，

最小限ではあるが道徳的観念でもあるような手続

的な理念として理解すると述べている(3ヘしかも

彼は，完全な中立性が現実には限界のあるもので

あることを認め，その限界を回避するために二つ

の規則を採用する。第一に，信念が，各人の善き

生の概念にとってさほど中心的ではないならば，

その信念に対する制限は許されるという規則，第

二に，信念が，非常に少数の人々が抱くようなも

のであれば，その信念に対する制限は許されると

いう規則である。そして，より中立的な選択肢は

前者の規則であるが，それは多くの場合実行不可

能であるため，第二の選択肢が採用されるのだと

主張する。しかし，この第二の規則は，すべての

人にとって共通論拠となり得るような正義原理が

採用されるべきであるという中立性の原則から

は，ラーモア自身が考えるよりも大幅に外れるも

のである。なぜなら，この規則は，社会の多数者

の信念を正義原理として採用することに他ならな

いからである。彼の中立的な対話から導き出され

る正義原理は，少数者に対して大きな犠牲を強い

る。また，このような帰結は，すべての人を平等

に尊重するというリベラリズムの精神にももとる

ものである(問。なぜなら，リベラリズムの精神は，
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あらゆる人の信念を，それが多数であると少数で

あるとに拘わらず，等しく尊重するに値するもの

として承認し，保護するところにあるはずだから

である。

このことから導かれるのは，ラーモアの中立性

原則は多数決原理になりかねないということであ

る。しかし，そのような多数決原理によって生じ

る少数者に対する侵害の危険性について，彼自身

は直接論じていない。彼は，平等な尊重という規

範による制約を中立性原則に課すとは考えていな

いため，多数者の専制を回避することができない

のである。つまり，彼の議論を彼自身が主張する

ようにリベラルなものとするためには，実際には

多数決によって決定される暫定協定としての正義

に対して，平等な尊重という規範による制約をか

ける必要がある。そしてそのことによって平等な

尊重という規範から導き出される種類の実質的正

義の内実に関しては，暫定協定の対象とはならな

いとする必要があるのである。

ただし，この点に関しラーモアは，最近の著作

において，平等な尊重という規範の重要'性につい

て触れている。彼は，平等な尊重という道徳的原

理が，個人的な権利として現れ，また，しばしば

明確に憲法上の保障の対象とされる政治的諸権利

以上に基本的なものである，と述べている。また

ラーモアは，平等な尊重を伴わない討議の概念

デモクラティックな自己支配が行使される現

実の公的討議であろうと，諸個人が理想的な諸条

件の下で遂行するとされる仮説的な討議であろう

とーーが，諸個人の道徳的政治的自己理解におい

て根本的な役割を果たし得ないと言う。つまり，

討議のより深いレヴ、エルには，人格に対する尊重

という道徳的原理が存在しなければならないので

ある。というのも，ラーモアによれば，人格に対

する平等な尊重こそがまさに，デモクラティック

な自己支配を政治的な自発的連合体の適切な形態

にする基礎であるからである。市民が自分を法の

源泉として理解し得るのは，彼らが既にこの平等

な尊重という規範を受け入れ，この観点から彼ら

の集団的諸決定の妥当性を判断する限りにおいて
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である。ラーモアの考えでは，平等な尊重という

道徳的原理は，諸個人の道徳的良心の最深部にあ

る核に属するものとして，また，諸個人の道徳的

反照の出発点を形成するものとして，歴史的に位

置づけられてきた。つまりそれは，諸個人が道徳

的議論をなすことが可能となるような枠組みを形

成するのである。彼は以前の著作においては，平

等な尊重という規範の意義に関して消極的なとこ

ろがあったが，最近では，むしろそれを積極的に

展開し，暫定協定としての正義を一定の枠にはめ

るものと考えていると言える(38)。このような方向

で正義論や権利論を展開するのであれば，必ずし

も彼の正義論は，暫定協定としての正義というだ

けにはとどまらないと思われる。

このようなラーモアの主張に上じして，アッカー

マンは，対話的正義論をより積極的に展開してい

る。二者が同じリベラルな対話的正義論という立

場をとっているにも拘わらず，その正義論の展開

において両者に差が生じるのはなぜであろうか。

端的に言えばそれは，彼らの対話的人格観の相違

に関わっている。アッカーマンは，対話的人格の

特徴をラーモアに比べより的確に捉えており，そ

れが対話的正義論の内容にも反映されているので

ある。第一は，対話的人格の「成長」という特徴

である。人々は，権力をめぐる公的な対話を通じ

て自己の善や人格を形成してゆくと共に，他者と

の交わりから自己を対象化することで，自分の誤

りを修正しつつ，自己のアイデンティティの新た

な次元を形成し成長してゆく。この点に関しアッ

カーマンは，人格のこのような特徴を人々がi函養

していくためには長い時聞が必要であるし，人格

形成のための基盤の保障が必要となることを捉え

ている。このことが具体的な形として現れている

のが，シティズンシップと教育の問題をめぐる彼

の主張である。その詳細については後節に譲るが，

重要なのは，対話論においては，対話を通じた相

互学習によって，諸個人の聞の相互尊重が各人に

内面化されるということである。したがって，諸

個人は，対話空間に入る前から，厳格に合理的で

理性的に振る舞う人間として自律していなければ



ならないのではない。諸個人は，相互尊重という

規範によって支えられた対話空間においてなされ

る，相互の意見交換と相互理解のプロセスを経て，

自己の見解を表明し，他者の道徳的立場を尊重す

ることを相互に学習しながら自律してゆくのであ

る。そして，個人的視点と社会的視点との調整を

行う能力は，まさにこのような対話の実践を通じ

て獲得されるものである。

第二は，対話的人格の「動態性」という特徴で

ある。人格は，固定的で静態的な形で捉えられた

財によって構成されているわけではなしむしろ，

そのような財を通じて自己形成を行い，また人格

の発現を行ってゆく存在である。自律的な人格の

形成やその実現のためには，自己決定権のような

積極的自由の保障が必要だと言われる。これと同

様に，この動態的に捉えられる対話的人格にとっ

ても，その形成や実現のためには，既存のものと

は異なる内容を持つ権利やその保障のあり方が問

題となるはずである。つまり，対話論の立場から

捉えられる権利は，個々人が生を営んでゆく過程

でそれを行使してゆくという，動態的な側面から

捉えられることになる。アッカーマンの権利論は，

ある主体の行為を通じて常に生じる権力の分配を

問題化し，この権力分配の不平等をいかなる形で

是正してゆくかという観点から権利の意義を捉え

ている点で，注目に値するものである。

第三は，対話的人格の「自己反照」という特徴

である。対話的人格は，一方では，人格の形成・

実現の基盤となる基本的な権利の保障の下に，

個々人の固有の善を構想し，それを実現してゆく

存在である。しかし，他方では，そのような固有

の善を持つ存在としての他者を尊重し，そのよう

な他者に対する尊重を公的な対話を通じて表現す

る存在でもある。アッカーマンはこの点に関し，

次のように述べている。対話的人格は，究極的な

善の内容については各々多様な構想を抱き，現実

における権力の腐敗や正当化され得ない基本構造

の不平等性については，自由で平等な市民による

公的対話のテストを通じて吟味し是正してゆくこ

とによって，対話的関係に貫かれた共同体を構築

対話的人格と正義論

してゆく存在である O このとき対話的人格は，権

力の正当性に対する他者からの問いかけに応じる

ことを通じて，自己の他者に対する尊重を公的に

表現する。対話的人格は，権力の正当性をめぐる

対話のプロセスを通じて，他者が尊重しなければ

ならない権利が自分にはあるという自信を養って

ゆくと共に，自己の権力を対象化して眺めること

で，他者の権利に対する尊重をもi函養してゆくの

である。アッカーマンが的確に述べているように，

権力の正当性についてのそのような対話は，様々

なレヴェルに及ぶ。社会における権力関係は I身

障者/健常者j，I子/親j，I黒人/白人j，など様々

な次元で争われるものであり，さらには具体的な

資源をめぐって争われるものである(39)。この点に

関し，既存のリベラリズムは，制度の対象となる

権力関係を公の領域に限定してきた。しかし，対

話論は，伝統的な公と私の規準を自明のものとす

ることなし制度の対象となり得る権力関係とは

いかなるものかということを考察してゆこうとす

るのである。この点についての詳細は，次項での

議論に譲ることにする。

結局のところ，ラーモアの場合は，これらの三

点に関し対話的人格観の展開が不十分であったた

めに，正義論においてもそれを基盤とする実質的

正義論を展開することができなかったと言えよ

う。確かに，彼の人格観は，契約論のものとは異

なり，他者との関係の中で生を営む存在として捉

えられていた。しかしながら，それは，他者との

対話を通じて自己の善き生や自己をも変えてゆく

存在としては描かれていない。むしろラーモアの

正義論においては，既に自律している存在が，相

互の対話を通じて政治的共同体の原理についての

決定を下してゆくと想定されている。それゆえ，

対話的人格の特徴として素描したものの内，個々

人は他者との対話を通じて成長してゆくという人

格の特徴を，ラーモアは見過ごしている。さらに，

平等な尊重という規範を既に受け入れているとい

うことが，対話や正義の内容に対していかなる影

響を与えることになるのか，という点に関する考

察も彼には欠けている。それゆえ，自己のアイデ
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ンティティの一部を形成するために，また，他者

に対する尊重を表現するために，人々が対話を通

じて権力の正当化を行うという側面も彼には現れ

てこないのである。

このような分析を踏まえた上で，以下において

は，対話的正義論の内容の一面として，公と私の

区別に関する問題について検討したい。

[ 2 ] 公と私の区別の再考

まず，対話論における二つの方向一一リベラル

な方向とデモクラティックな方向一一の違いにつ

いて確認しておくことにしよう。この両者の違い

は，しばしば言われることとは異なり，何らかの

制約が対話に課されるか否かという点にあるので

はない。むしろその違いは，対話の場に持ち込ま

れる問題領域の開放性にある。前者は正に関わる

事柄のみを議論の対象とするが，後者は基本的に

はあらゆる事柄を議論の対象とする。だが，この

相違も，実は程度問題にすぎない。というのも，

リベラルな中立的対話は，善に関する問題が対話

空間に持ち込まれ，問題化されること自体を否定

するわけではなく，善を根拠とした正義原理は中

立性原則を通過することができず，正当なものと

して認められないと主張しているにすぎないから

である。ハーパーマスの場合でも，結局は善に関

しては普遍化が不可能であることを認めており，

また，コミュニケーション的行為から討議へと移

行する際に主に念頭に置かれているのは，規範そ

れ自体についての正当性を問い直すことであり，

個人の内面的領域における信念の正当性ではな

し当。

もっとも，ハーパーマスは，私的事柄をも含め

てすべての問題を公的領域に乗せ，.私」を開放す

べきであると主張し，リベラリズムの善に対する

正の優位という原則は，善に関する問いを正に関

する聞いの背後に退かせてしまうと言う。そして，

リベラルな対話は，討論の対象からすり抜けてし

まう私的領域と公的領域(公共性)との伝統的な

区別を温存することになると批判する州。この点

で，ハーパーマスは，フェミニズムなどからの批
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判を受け入れた形で彼の議論を修正しつつあるよ

うにも思われる。しかし，彼がどこまで公と私の

区別自体を否定しているかは疑問である。という

のも，彼はあらゆる問題が議論の場に乗せられる

べきだと言うが，個々人の内面をさらけ出すよう

な議論，例えば，キリスト教を信じるかあるいは

仏教を信じるかといった問題を議論したり，ある

いはある人の一定時点での人生の進路の選択が本

当に正しいものであったかどうかを大勢で議論し

あうといった状況を考えているわけではなしあ

くまでも匿名で，具体的問題(彼が挙げているの

は「家庭内暴力」という問題である)を抽象化し

た形で議論することを考えているからである。

しかし私は，正と善の区別を完全に捨ててしま

うことは，適当ではないし，かえって望ましくな

い結果をもたらすと考える。個々人に対して常に

公的な自己開示を求めることは，各人に過重な負

担を課すことになるし，場合によっては，アイデ

ンティティを根底からつき崩すことになりかねな

い。確かに，個人の一生を貫くような固定的な自

我といったものは存在しない。だが，そのように

自我をある程度非固定的なものとして捉えるとし

ても，だからといって，個々人の私的な領域が開

示されても構わないということにはならないし，

常にそのような全人格的な批判に晒されることに

個々人が耐え得るかどうかも疑問である。ハー

ノfーマスは，私的領域，すなわちプライヴアシー

をすべて開放して，それらに対する公的批判を自

由になしたり，それを諸個人が受けとめるように

強制するということまでをも要求しているのでは

ないかもしれないが，彼が基本的に公と私の領域

の区別を放棄すると考える場合には，彼の議論に

特有の問題が生じると思われる o それは，彼がリ

ベラルな原理や権利のカタログによってデモクラ

ティックな決定を制約することを容認しようとせ

ず，リベラルな権利，例えば思想・良心の自由な

どを，あくまでもデモクラティックな決定の内部

における機能としてのみ捉えようとすることから

生じる。つまり，リベラルな権利がデモクラティッ

クな決定に優先するということを認めないがゆえ



に，ある国家ゃある時期においてそれらの権利が

デモクラティックな決定によって否定されること

を，それが現実の人々による議論を経て出てきた

帰結である以上は承認せざるを得なくなるのであ

る(41)。

それでは，伝統的にリベラリズムが主張してき

た正と善，公的領域と私的領域の区別に則って，

制度空間における対話の範囲を確定することが望

ましいということになるのであろうか。伝統的に

リベラリズムは，正と善の区別と公と私の区別，

他者に関係する領域と個人だけの領域の区別とを

連動させて考えてきた。したがって，このような

考え方からすれば，正義の問題は公的な問題だけ

に限られるために，私的領域における問題には関

わりを持たない。逆に，私的領域における問題は，

公的な領域においては取り上げられるべきではな

いとされ，正義の問題ともなり得ない。そして，

この立場において，公的な問題として主に取り上

げられてきたのは，まず，私有財産の保護である。

それゆえ，古典的な契約論的リベラリズムにおい

て，正義の問題として取り上げられなければなら

ないとされるのは，私有財産権と自由権の保障，

そしてそれらを保障するために必要な国家権力の

制限，すなわち国家による専制の抑止である。そ

して，国家によって諸個人の権利が侵害されるこ

とを防ぐために，国家の活動に対する制約を課す

機能を果たすものとして，法の支配という原則が

要請されることになる。

この古典的なリベラリズムの立場によれば，正

義の問題は，個人の自由に対する侵害を防止し，

個人の自由に干渉しないという消極的自由の擁護

に限定される。したがって，自由を実現するため

に必要となる何らかの手段や能力を個人に保障す

ること，他者に支配されることなし自己を支配

する自律的個人としてなす自己決定を可能にする

条件を保障すること，などに関わる積極的な自由

の擁護は，容認され得ない。そしてこのことから，

何らかの形でなされる再分配による財の平等な分

配や，教育の平等な保障といった問題は，正義の

問題として取り上げられるべきではないことにな

対話的人格と正義論

る。そして当然のことながら，このような考え方

においては，法的，政治的な領域以外の領域にお

いて生じる事柄については，正義の問題として取

り上げられるべきではないとされる。例えば，私

的所有に基づいてなされる市場における契約に対

して，国家が何らかの規制を課すことは認められ

ない。たとえ市場に対する干渉が許されるとして

も，それはせいぜい不正な取引の防止とそれが生

じた場合の矯正のみであり，市場において存在す

る権力関係の非対称性を是正するといった措置を

講じることは許されない。さらには，家族の中で

の問題や教育の問題は私的な問題であり，私的領

域において解決されるべきものであって，公的領

域において正義の問題として取り上げられるべき

ではないことになる (42)。

上の古典的なリベラリズムに対して，ラーモア

とアッカーマンの対話論の立場から展開される正

義論はどのように考えるのであろうか。まず，ラー

モアによれば，合理的対話と平等な尊重という規

範は，政治的領域に関する特定の個人主義を構成

する。すなわち，市民として有する権利や義務は，

いかなる論争の余地のある理念からも抽象化され

た形で特定化され得るものでなければならない。

しかし，これらの二つの規範が意味しているのは，

価値の源泉にまさに関わるような広い個人主義

が，社会生活全体にまで及ばなければならないと

いうことではない。私的な自発的連合体は，構成

員以外の市民の諸権利を侵害することはできない

が，それらは，その構成員の平等な権利を否定し，

伝統的に継続してきた権威に従うことを彼らに対

して要請するような「非リベラルな」諸原理に従っ

て，その連合体内部での政治以外の事柄を遂行し

続けることが可能なのである。そしてラーモアは，

このように私的領域における「人」と公的領域に

おける「市民」とを区別することは，既に我々の

生活様式の一部となっていると言う。さらに，彼

の考えでは，政治的リベラリズムは，市民に対し

て合理的対話と平等な尊重という規範を自分の他

のコミットメントよりも上に位置づけるよう要請

するものでなければならない。そのことによって
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市民は，これらの二つの規範に含まれている中立

的な観点から，他のコミットメントを批判的に反

照するように促されることになるのである。この

意味で，ラーモアのいう対話は中立的なものとな

るのだが，このことは，善き生についてのある実

質的な理念への深いコミットメントが，過小評価

されなければならないということではない。諸個

人が，善き生についての自己の理念から批判的に

距離を置くことによって，その理念が平等な尊重

という規範よりも優先されるものであるかどうか

を考えることは，善き生についての理念がそもそ

も価値のあるものであるかどうかを考えることと

は全く別の問題である。前者は，諸個人が持って

いるある価値が，高次に位置づけられた他の価値

と矛盾しないかどうかを決定することであり，後

者は，諸個人がある価値をそもそも認めるかどう

かを決定することである。彼によれば，リベラル

な理念が要求しているのは，諸個人が合理的対話

と平等な尊重という規範を諸個人の他の諸価値よ

りも上に位置づけることである (43)。

したがって，以上のこととラーモアの中立性の

位置づけとを総合して考えるならば，必ずしも彼

は，伝統的にリベラリズムが行ってきた公と私の

区別に依拠しているわげではないと思われる。と

いうのも，彼は，正の問題となるのは当該社会に

おいて共通論拠とされていることであると述べて

いるだけであり，例えば，家庭内暴力の問題が当

該社会において公的な問題として認められるに

至った場合に，それは正の問題として取り上げら

れる余地があると解されるからである。ラーモア

は，公的討論がリベラルな政治文化において果た

す役割の重要性を軽視しているわけではない。政

治的中立性という理想は，ある人の善き生の概念

が公的討論の中で明確化されたり，人間の繁栄に

関するある人の見解の優越性が他者に認められる

ことがあることをも含んでいる。この理想、が要求

しているのは，単に，善き生についてのある見解

に争いがある限りは，その見解が本質的に優れて

いるあるいは劣っているということを理由にし

て，国家の決定が正当化されることはないという
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ことである (44)。

しかしながら，それでもなお次のような批判が

なされるであろう。もしラーモアのように考える

とすれば，公的問題とは認められていないにも拘

わらず，公共の議論に乗せる必要のある問題が排

除されてしまうのではないか。そこでの対話は共

通論拠であると認められる事柄に限定されるので

あるから，そもそもその問題について議論する余

地はないとされる可能性があるのではないか。ま

たそのことによって，既述したように，社会にお

ける少数意見を簡単に排除することになりかねな

いのではないか。さらには，ラーモアは，私的な

集団内部における「人」としての構成員に対して

は，その集団がその人の権利や義務を否定するこ

とも許されるとするため，例えば非政治的な領域

において生じる構成員の権利侵害は，それが公的

問題として公共の議論に乗せられない限り，その

集団内部では許容され続けることになってしまう

が，それは正当ではないのではないか，という批

判である。つまり，ラーモアの議論の問題は，公

の領域が，実質的には多数決原理であるところの

中立性原則に根拠づけられる共通論拠によって支

えられるものでなければならないとする点にあ

る。そして，上でも強調したように，そのような

多数決原理としての中立性原則を平等な尊重とい

う規範によって制約することの意義が，彼の中で

は未だ明確化されていないために，積極的に実質

的正義論の展開をするに至っていないのである。

この問題を考察する際に示唆を与えると思われ

るのが，アッカーマンの議論である。アッカーマ

ンもまた，ラーモアと同様に，対話は中立的なも

のであると考える。しかし，ここでまず，アッカー

マンの中立性原則に関して述べておかなければな

らないことがある。それは，アッカーマンが，中

立性の制約と彼の理論の中に見られる対話に対す

る制約とを区別しているということである。つま

り，アッカーマンのいう中立的な対話は，ある種

の論拠や理由を排除するように作用するのであっ

て，正当性に対する深い関心や広い挑戦は排除し

ないのである。しかし，この点に関し M・キング



ウェルが正当にも述べているように，アッカーマ

ンに対する反論の多くはその区別を見過ごしてい

る。例えば，アッカーマンを批判する S・ベンハビ

ブもまた，この点を十分に捉えてはいない。彼女

は，アッカーマンの対話のモデ、ルが，公的対話の

内容と範囲に対して合理化可能で擁護可能な制限

ではなく，恋意的な制限を課すものであると述べ

る。つまり，彼女によれば，アッカーマンにおけ

る対話的制約の観念は，争いのある道徳的認識論

を前提としており，特定の集団の利害関係にとっ

ては抑圧的に作用する公と私の分離を暗に正当化

するものである。リベラルな対話論は，対話に参

加する諸個人が，対話に従事する前から既に，彼

らの最も深刻な不一致について知っているという

ことを前提にしている。これらの諸個人は，特定

の問題が，分配的正義あるいは公共政策の問題と

は異なり，道徳的，宗教的，もしくは美的問題で

あるということを既に確信しているように見え

る。だが，彼女の考えでは，諸個人が論争してい

る問題の性質を決める際に役立つのは，まさに非

制約的な公的対話のプロセスなのである。正義の

問題と善き生の問題との区別は，何らかの道徳的

幾何学によっては決定され得ない。実践的討議の

参加者が同意する問題のすべてが普遍化され得る

ことはないし，法規範が善き生のみによって構成

されることもあり得ない。このことが意味してい

るのは，市民は，あらゆる種類の道徳的議論を自

由に討論に導入することができなければならな

い，ということである。対話がこのようにラデイ

カルな形で聞かれてはじめて，諸個人は，何らか

の妥協的なコンセンサスに到達するよりもむし

ろ，問題についての相互に受け入れ可能な定義に

ついて一致していると確信し得るというわけであ

る。そして，理想的発話状況というハーパーマス

的なモデルの優越性は，まさにそれによって，諸

個人が，アッカーマンのモデルが私的な領域へと

押しゃったものを公的にテーマ化することができ

ることにある，と彼女は言う。対話的制約に基づ

いた公的対話のモデルに比して，理想的発話状況

あるいは正当性に関する討議的モデルは，反照的

対話的人格と正義論

なものである O それは，ラデイカルな自己疑問を

可能にするものであり，また批判的なものでもあ

る。それによって諸個人は，対話が純粋に各人に

聞かれたものであることを妨げるような，権力関

係のまさに現存している形態に対して挑戦するこ

とが可能となる。ベンハビブの主張する正当性に

ついての討議的モデルは，理想的発話状況という

手続的制約に基づいて，対話の内容や範囲に対し

て制限を課すものではない(4九

しかし，キングウェルが述べるように，実はアッ

カーマンの主張する中立的な対話は，正当化に一

定の型を要求するものの，様々な争点を排除しよ

うとするものではない。そしてこのことは，ベン

ハビプの批判とは異なり，私的領域の一部として

考えられ，したがって潜在的に討議による吟味か

ら除外されている諸争点が，中立的な対話におい

ても十分取り上げられ得るということを意味す

る。実際に，いくつかの例(ベンハビブの挙げて

いる家庭内暴力や子供の虐待といった例)はその

種の例に該当するであろうし，それらの解決が個

人の生活の優劣の主張に依存することはあり得な

いであろう。中立性の制約の範囲外に置かれるの

は，特殊な集団に限定されている権威の主張に依

存しているために中立的な対話を通過することが

できない論拠のみであって，権利を奪われた人々

の関心そのものではないのである(46)。

アッカーマンの対話のモデ?ルが対話の内容と範

囲に対して恋意的な制限を課しているというべン

ハビブの批判は，アッカーマンの対話が中断と沈

黙を生むものであるとするならば，適切なものか

もしれない。しかしながら，アッカーマンの目指

す対話が権力関係の正当性に対する問いからはじ

まり，常にそれを継続的に可能にすることを求め

るものであることを考えるならば，彼の中立性原

則による制約の仕方が適切であったかどうかはと

もかくとして，ベンハビブの批判とは異なり，アッ

カーマンの対話は既存の権力関係の形態に対する

挑戦を不可能にするものではないことになるo 彼

の対話の営みが，むしろ権力関係に対する問いを

常に求める対話であるということに注意を向ける
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べきである。そして，アッカーマンが主張してい

るように，中立性原則による制約が，公的な議論

領域において取り上げられる問題に対してではな

しそこにおいてなされる主張の理由の正当性に

対して課されるものであることを考えるならば，

ベンハビブの主張するように，様々な問題は公的

な対話空間において取り上げられるが，中立性原

則によって正当化され得ない主張は，公的な規制

を正当化し得ないと考えるべきなのである。とい

うのも，アツカーマンが念頭に置いている善とは，

ベンハビフややハーパーマスが普遍性を持ち得ない

と考えているものであって，そうであるならば，

中立性原則と普遍化原則との聞にそれほどの差は

ないと言うことができるからである。以上から，

結局のところ，アッカーマンの対話的正義論は，

最初から対話空間に乗せられる問題とそうでない

問題とを，伝統的な正と善の区別，公的領域と私

的領域の区別として先取りするというリベラリズ

ムの問題点を再検討する試みであると評価するこ

とができるであろう。

そして，このような中立性原則の位置づけに

従ってアッカーマンの正義論を捉えるならば，

アッカーマンの正義論には様々な示唆が含まれて

いることが分かる。まず，彼の中立性原則の背後

には，各人は善を持つ者として平等に尊重される

べきである，という規範があることから，その原

則は等しい尊重のー形態であると考えることがで

きる。実際に，このような中立性原則の背後にあ

る等しい尊重という規範から「非支配的平等」と

いう概念が導き出されているのだが，彼の議論の

射程は，政治的領域にとどまらず，広く個々人の

善の実現に関わるような権力関係にまで及んでい

る。すなわち，アッカーマンは，市民の誕生，教

育，物質的資源の分配などにおける権力関係の問

題を，市民が一生を通じて直面する権力関係の例

として挙げ，そこでの「非支配的平等」の保障を

正義原理の内容として考えている。そして，この

ように権力関係の範囲を広く捉えることは，国家

権力による介入の正当化が可能となる範囲を社会

の様々な側面での権力関係へと拡大する結果をも
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たらす。既存のリベラリズムは，国家による諸個

人に対する権力行使という側面に権力関係の考察

を集中させてきた傾向があるが，アッカーマンは，

権力関係が国家と個人の問でのみ大きな問題とな

るとは考えていない。むしろ，権力関係は，個人

と個人の聞においても生じる問題であり，しかも

それは一個人の一生において「始めから終わりま

で」つきまとう問題であることに着目し，その正

当性に対する問いかけを常にあらゆる(対話能力

を有する)諸個人に対して保障し，その保障の方

法に中立性という制約を課すことによって，一定

の平等主義的な正義原理が導き出されることを論

証している。つまりアッカーマンは，正の問題を

社会のあらゆる基礎的次元における権力の正当性

の問題として捉えることで，そのような権力の正

当性を確保するための国家による何らかの措置

は，法的領域や政治的領域だけでなく，経済的領

域や社会(例えば，教育政策に関して学校に介入

する場合)，家族(例えば，遺伝子の選択に関して

親に介入する場合)の中にまで及ぶのだと主張す

るのである。さらに，ラーモアとは異なり，アッ

カーマンは，サプ・コミュニティの内部において

は，そこに自発的に参加している限りその個人に

対する国家の干渉は許されないが，外部の者から

正当牲についての聞いがなされた場合には，それ

に対して内部の者は答えなければならないと考え

ている。

このような意味で，アッカーマンが対話的正義

論の内容のーっとして導き出す I非支配的平等」

という原理自体は，平等主義的な理論の中では消

極的な保障のみを正当化するものであるように見

えるかもしれないが，彼は，むしろ権力関係の範

囲を広げることによって，全体としては少なから

ず「厚い」保障を行うことを正当化していると言

えよう。ここでは，まさに対話的人格観に依拠す

ることによって，実質的な正義保障が可能となっ

ているのである。

第3節 シティズンシップと教育をめぐる問題

以上のような対話的人格観をとることによっ



て，具体的には何が異なってくるのであろうか。

ここではそれを，契約論的な見方では掬いきれな

かった問題を挙げることで検討したしユ。それは，

シティズンシップ，すなわちリベラルな国家にお

ける市民の資格の問題，世代聞の分配問題，子供

の問題，少数民族の問題，教育の問題などである。

ここでは，特に，シティズンシップの問題と子供

の教育の問題を扱う。というのも，契約論におい

ては，それらの問題は全く考慮されないか，ある

いは考慮されたとしても二次的なものにとどまる

と考えられるからである。対話的正義論が対象と

する問題の広がりは，正義論において考察される

べき財を，生命および身体，財産にのみ限定する

契約論に対して，対話的人格観が，正義論におい

て公共的に問題とされる財の範囲を広く捉えるこ

とから生まれてくるものであると言える。

[ 1 ] シティズンシップ

アッカーマンによれば，契約論において想定さ

れている人格は，生来的な権利を持つに値する存

在であると自覚しているような自律的で合理的な

諸個人である。そして彼らは，互いに出会い，こ

の生来的な権利についての理解を社会の現実に

合った形態に作り変えるための交渉を行い，合意

を取り交わす存在である。これに対し対話論にお

いては， リベラルな国家におげる市民にとっては

対話のプロセスこそが，他者が尊重しなければな

らない権利を自分は持っているという自信を養う

岩盤なのである。そして，このようなシティズン

シップは，権力関係の正当性に関する対話を行う

ことが可能なすべての存在に対して与えられる。

このシティズンシップは，物質的資源の専有に関

する道徳的主張が支持されたり反駁されたりする

ような，対話への参加資格を含むものである。さ

らに，アッカーマンによれば，リベラ/レな市民は，

「私は少なくともあなたと同じくらい善い，従って

私は少なくともあなたと同じくらい(資源を)得

るべきである」と発言することができる人々であ

る。アッカーマンは，シティズンシップに対する

最小限の対話の要求として，この「相互理解の可

対話的人格と正義論

能'性の薄い闘値」に言及している。したがって，

たとえ宇宙人や動物であっても rなぜあなたは私

よりもそれを得るべきなのか」という正当性の問

いを尋ねることができ(問いかけのテスト)，さら

に，その問いが他者によってなされたときに rな

ぜなら私は少なくともあなたと同じくらい善いか

らである」と言うことによって，中立的な仕方で

正当性の問いに答える用意がある(弁証のテスト)

のであれば，リベラルな国家の市民として認めら

れる。

アッカーマンのこのような見解に対して， R・ベ

イナーは，アッカーマンカまシティズンシップのコ

ンセプションを政治的な対話への参加の概念に関

連させていることを評価しながらも，しかし，そ

れは，対話の主題が常に同ーのものであり，討論

への参加者が常に同ーの決まり文句を発するよう

な対話であると批判している。さらに，リベラル

な形でのシティズンシップは，政治的実践のレ

ヴェルにおけるシティズンシップという言葉を薄

めてしまうとベイナーは言う。リベラルなシティ

ズンシップは，形式的なシティズンシップの問題

に焦点を当てており，その結果として，いったん

市民として認められれば，その後は何もしなくて

もよいことになりかねないというのである。ベイ

ナーは，アッカーマンとは異なり，シティズンシッ

プを対話への活動的参加として定義する。その対

話において市民は，善についての競合するコンセ

プションの実質的メリットを評価し，何が最も可

能な個人的・集合的善であるかを判断する。さら

に，その判断に従って市民は，社会制度を望まし

い方向へと変えてゆくよう求められるのだと言

う(47)。しかし，既に述べたように，アッカーマン

におげる対話は，必ずしも中断的な対話につきる

ものではない。シティズンシップに対する対話能

力として彼が提示した条件は，まさに人々が市民

たるべき要件なのであり，実際の対話のプロセス

において，上で挙げた言葉だけが発せられると主

張しているわけでは決してないのである。

契約論におけるシティズンシップでは，既に合

理的で自律した個人，そして基本的には国民国家
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の内部での市民が，その主体として想定されてい

ることと比較するならば，対話論におけるシティ

ズンシップの利点は，対話能力を有するあらゆる

生物に対してシティズンシップが拡大されるとい

う点にある。このことから，例えば移民の受け入

れという問題に関しては，ある国民国家がリベラ

ルな国家であることを放棄することなしには，そ

の国が移民に対するシティズンシップの付与を拒

絶することはできないとし，基本的には受け入れ

るべきだと考えられる。このことは子供に関して

も同様である。契約論においては，子供は，契約

能力を持たず，責任能力のない存在として見なさ

れるため，契約への参加資格が認められないこと

はもちろん，その存在は大人よりも非理性的で劣

るものと考えられ，子供は大人に対して隷従状態

にあるものと考えられがちである。しかし，アツ

カーマンの対話論によれば，たとえ子供であって

も，彼らに最小限の対話能力がある限りにおいて

は，大人と同等の市民として認められなければな

らないのであり，したがって，権力の正当性につ

いての子供からの問いに対して大人には答える義

務がある。アッカーマンの対話論においては，シ

ティズンシップは長い教育過程の結果として獲得

されるものと考えられている。

このように，アッカーマンは，これまでの契約

論的リベラリズムにおいては考慮されてこなかっ

たシティズンシップの問題に注目し，その範囲を

拡大してゆく方向で考えている。具体的な問題に

対するアッカーマンの解答が適切であるかはなお

検討の余地があるとしても，シティズンシップの

問題に対する対話論的リベラリズムからのアプ

ローチは，考究に値するであろう。

[ 2 ] 教育

次に，子供の問題，特にその中でも教育の問題

をめぐってアッカーマンが展開している議論を見

ることにする。アッカーマンは，リベラルな教育

システムにおいては，子供に生に関する様々に異

なった意味が与えられ，成長するに従って各自の

善の観念に対応した生を築くための文化財が提供
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されると言う。そして，子供は， リベラルな対話

に参加するために必要となる文化的技術の習得の

途中にあるため，初期教育(家庭教育)において

は親子間での権力関係に対する正当性の間いは，

子供の側からではなく親以外の大人から問われる

としても，中期教育(小・中学校の教育)以降に

おいては，子供の側からその正当性が問われるこ

ととなる。したがって，アッカーマンの考えでは，

リベラルな教育は，子供に批判能力を失わせ，将

来の対話の可能性を閉ざすような教育であっては

ならない。リベラルな教育の目的は，子供の自己

規定のために有益な文化財を提供することであ

る。そこでは，子供に生活のパターンを教え込む

だけではなく，十分な道徳的自由を意識しつつ自

分自身の理念を規定させるための，文化的な環境

が子供に与えられる。特に，教育者は，懐疑・想

像力・独立といった方法を用い，社会の支配的な

道徳理念に対する批判的観点を持ち込むことによ

り，学校というある種の特権化された空間の中で，

逆に子供を社会的な順応圧力から守る存在であ

る。そして，子供は，初期教育から中期教育へと

過程を経ていくにつれ，外部との接触を通じて，

親からもそして教育者からも独立して自分の意見

を主張したり，自らの利己性をコントロールする

ことができるようになる。また，より広い世界に

ついての十分な経験を積んでゆくことによって，

他の市民と同様に自らの善の観念を主張し追求す

る市民となることができる。

ちなみに，この問題に関し，ハーパーマスのよ

うな見方では，討議が最初から合理的な議論を可

能にし普遍的合意を導き出す場として設定される

ために，討議の参加者の範囲は限定されたものと

ならざるを得ない。ハーパーマスにおいては，最

初から理性的であることは求められていないにし

ても，少なくとも十分に言語能力を行使すること

が可能であって，責任能力を備えた人間だけが，

討議への参加を認められる。このことの帰結とし

て，子供や言語能力に障害がある者は，はじめか

ら討議の参加者として認められないことになる。

だ、が，ハーパーマスが，対話を通じた人格形成と



社会形成とを強調し，道徳的観点を取得するため

の学習過程として対話を重視するのであれば，彼

が最終段階として考えている討議における理想的

人格への途上にある者に対しては，アッカーマン

が考察しているような教育の保障や，言語能力の

不十分さを補うための措置が必要となるであろ

う。また，言語能力を持ち，教育を受けた者であっ

ても，理想的発話状況において想定されているよ

うな討議を行うことが可能となるには，対話を通

じた訓練が必要となる。討議を実践する能力は，

現実のコミュニケーションの中での相互学習を経

て，徐々に諸個人が身につけてゆくものと考えら

れるべきである。

このように，対話的正義論が教育の問題に着目

するのは，対話的人格観との関わりで，意見交換

による相互理解や相互学習と，等しい尊重という

規範の内面化といった社会化の過程において，教

育の問題が重要な位置を占めるからである。そし

てまた，教育の問題は，必ずしも子供を対象とす

るだけにとどまるものではない。それは，相互理

解や相互学習，さらには等しい尊重という規範の

内面化の可能性に対し自己を聞かれた状態に置

き，相互尊重の精神の下で自己の主張を述べ，ま

た他者の主張を尊重するというあらゆる対話の場

面において常に問題となる。そしてそれは，子供

の場合には教育として語られるが，大人の場合に

は，一般的には徳の問題として語られるものであ

る。もちろん大人の場合であっても，子供に対す

る場合とは様相を異にするとはいえ，教育の問題

として語ることは可能である。それは例えば，政

治的決定をなすための聞かれたフォーラムにおい

て，市民は互いに協力しながら様々な事柄を実践

してゆくよう求められ，そのためには相互尊重の

精神を育てることが必要となるということであ

る。この相互尊重の精神は，道徳的学習を促進す

るような政治的プロセスを求める。つまり，市民

は，自分の道徳的な信念を対話のテストにかけ，

相互尊重という精神の下で参加する議論におい

て，正義に即した形で自分の信念を強化したりそ

れを変更したりすることになる(49)。このことはま

対話的人格と正義論

た， リベラノレな国家における市民は，自己主張を

することと同時に，中立的な対話に服するという

自己制約をすることを求められるということでも

ある(50)。

既に述べたように，対話的人格は，生活のいか

なる場面においても，個人的視点と社会的視点と

のバランスをはかつてゆく存在である。対話的人

格は，一方では，共同体の内部における社会化の

過程に身を置きながら，自己の人格を形成してゆ

くと同時に共同体の伝統を担い，他方では，人格

の相互尊重の精神を学んでゆくと同時に社会の不

正に対する批判的視点を養ってゆく。したがって，

これらの二つの側面を尊重し得るような社会的保

障が，対話的人格を陶冶してゆくために必要とさ

れるであろう。このような観点からすれば，人格

を形成してゆくために必要となる教育やその他の

基盤の保障は，正義論にとっても重要な問題とな

るはずである。

結びにかえて

現在， リベラリズムは，その人格観や社会観な

どの諸側面において，共同体主義をはじめとする

様々な立場からの批判に晒されると共に，その理

論の中に，モダンの立場に立つリベラリズム対ポ

スト・モダンという対抗軸での議論をも含むに

至っている。このような状況において，リベラリ

ズムの理念の下で構築されてきた価値観，人格観，

社会観は，根底から見直しを迫られている。しか

しながら， リベラリズムに対抗する立場は，リベ

ラリズムの中にある偏向を見出し，それを指摘す

ることによって，これまでリベラリズムが見失っ

ていたものが何かを露にしたものの，リベラリズ

ムに代わり得る対抗理論を提示しているわけでは

必ずしもない。このように，現在は，依るべき理

念が見失われる一方でト，先行きも定かではないよ

うな状況である。

このような状況においては，リベラリズムに対

する様々な批判を克服すべく，リベラリズムの意

義を残しつつそれに修正を加え，新たな理念のあ

り方を模索するための理論が必要である。本稿で
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は，対話論に着目することによって，リベラリズ

ムの欠点を克服することが可能なのではないか，

という方向で考察を進めてきた。それは，対話論

という独自の観点から新たな人格観を提唱するこ

とで，既存のリベラリズムにおいて中心的な契約

論の人格観に含まれる問題点を克服し，人格観そ

れ自体の修正を提起するものであった。またそれ

と同時に，対話的な人格観を前提にした対話的正

義論の展開によって，契約論がこれまで取り残し

てきた様々な問題を掬うことが可能となり，これ

までの正義論を違った角度から眺めることが可能

となるというものであった。確かに，既存の対話

論的リベラリズムは，上で見てきたように，人格

観や社会観をも含む対話的正義論の構築として

は，未だ十分に積極的な議論を展開しているわけ

ではない。しかし， リベラリズムの新たな可能性

を構築する試みとして，リベラリズムに向けられ

た様々な批判に目を向けつつ，人格観や共同体観

を基底とする正義論を対話論の観点から再考する

ことは，一層の考究に値するものであると思われ

る。

だが，ここで触れておかなければならないのは，

本稿での議論には未だ重要な点についての考察が

欠知しているということである。本稿では，対話

的人格に含まれる特徴が，対話的正義論に対して

いかなる影響を及ぽし，いかなる内容の正義論を

要請するかという点について検討した。しかし，

この実質的結論を導くためには，対話的人格の特

徴の他に，さらに何らかの別の条件が必要となる

のではないかという問題がある。現代正義論にお

いては，ロールズもアッカーマンも，一定の正義

原理を導き出してくる際に，原初状態における無

知のヴ、エーlレや，中立性の原則といった，諸個人

からなされる様々な要求を正義原理へと収放させ

てゆくための条件を必要としている。そして，本

稿での議論において未だ欠けているのは，対話的

人格のあり方を実質的な正義原理へと収放させて

ゆくための条件とその位置づけをどう考えるかと

いう点である。もちろん，仮に何らかの条件が必

要であると認めたとしても，だからといって，ロー
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ルズやアッカーマンのような形で仮説的な状況を

想定することによって，それを考えなげればなら

ないというわけではないであろう。ここでは，そ

の具体的な内容に立ち入ることはできないが，可

能と考えられる方向性を確認しておきたい。

第一に，ハーパーマス，あるいは以前のラーモ

アの主張のように，正義原理の内容を，現実の人々

による対話(討議)を通じて到達された合意に求

める立場がある。この議論は，上で検討したよう

に，どちらかと言えばデモクラティックな方向へ

と向かうものである。そして，このような方向へ

向かう対話的正義論を批判するものとして，第二

に，ラーモアの最近の議論に見られるように，正

義に関わる個人的権利のあり方を，平等な尊重と

いう原理から直接的に導き出そうとする立場があ

る。この議論は，上で述べたように，対話の意味

を限定する働きを持つものである。確かに，この

ことには重要な意味があった。というのも，憲法

上の保障の対象となるような諸個人の基本的権利

は，対話を通じて社会的目的のために達成された

合意によって犠牲にされるべきではないからであ

る。しかしながら，彼の議論は，対話論という観

点から人格観やそれを基盤とした正義論を考察す

るという点では，不十分なものにとどまる。この

点で，第三に，アッカーマンの議論は注目に値す

るものである。本稿では，特に対話的人格という

点に限ってアッカーマンの対話的正義論を整理し

てきたのであるが，平等な尊重という規範と連動

した一定の原則による対話の制約と対話的人格の

特徴から正義原理を導出しようとするアッカーマ

ンの試みは，示唆に富んでいる。

私は，この第三の方向で対話的正義論を考察し

てゆくことには意義があると考える。というのも，

そのような考え方は，諸個人の対話的人格の形成

と実現を可能にするような，権利保障のあり方や

財の分配のあり方を問題にすることができるから

である。さらには，このような方向での考究は，

一定の条件の下での対話を通じて，人格の形成と

実現の過程において生じる，社会の権力構造のあ

り方をも正義の聞いとして問題化することが可能



であるからである。しかしながら，正義原理への

収数を可能にするような対話の条件をどう捉える

かは，これからの課題である。

(注)

(1)藤原保信『自由主義の再検討~ (岩波新書，

1993) 171-175頁。

(2) R・ノージック，嶋津格訳『アナーキー・国家・

ユートピア~ (木鐸社， 1992)第7章。なお，参

照， N・パリー，足立幸男監訳『自由の正当'性』

(木鐸社， 1990)第6および第8章。

(3) ]. Rawls， A Theoη 01 ]ustice (Harvard， 

1971)， pp.60-65. 

(4) Rawls， id.， pp.178-179， 440-442. 

(5) しかしながらロールズは，原初状態における

当事者を，無知のヴ、エールによって様々な属性

を捨象された存在として描いている。というの

も，現実の制度空間において異なる善を持つ

人々の共存の可能性を探り，ロールズが提示し

ているような正義原理が採択されるためには，

自己の利益のみを追求する諸個人による合意を

想定するだけでは不可能であるからである。そ

して彼は，正義原理の普遍性を確保するために，

原初状態における当事者は合理的で他者に無関

心であるという契約論的な人格観を保持するこ

とによって，不公正な状態を無知のヴ、エールと

いう想定によってカヴァーしようとしたのであ

る。秩序ある社会における人格の豊かさと原初

状態における利己的な当事者との聞のギャップ

は，後者が無知のヴェールの制約の下での原初

状態に置かれ，自由で平等な道徳的人格として

描かれることによって解消されると考えられて

いるのかもしれないが，果たしてそう言えるか

どうかは検討する必要があるように思う。参照，

C ・クカサス=p・ペティット，山田八千子二嶋

津格訳『ロールズ~ (勤草書房， 1996) 191-201 

頁。

(6) J・ハーパーマス『コミュニケイション的行為

の理論(中)~ (未来社， 1995) (以下 w行為の

理論』として引用する)227-243頁。

対話的人格と正義論

(7) コーlレバーグやセルマンに関するハーパーマ

スの叙述については，参照，ハーパーマス『道

徳意識とコミュニケーション的行為~ (以下 w道

徳意識』として引用する)185-262頁。また，

コールパーグとハーパーマスとの関係について

は，参照，内藤俊史「道徳性と相互行為の発達」

(藤原保信他編『ハーパーマスと現{i;~，新評論，

1994) 182 -206頁。

(8) ハーパーマス『行為の理論~ 46頁。

(9) C. Larmore， The Morals 01 Moderniか

(Cambridge， 1996) (以下， MOMとして引用す

る)pp.141-144. 

(10) B. Ackerman， Social ]ustice in the Lib-

eral State (Yale U.P.， 1980) (以下， SJとして

引用する)， p.345 

(11) Ackerman， id.， p.347. 。2) この点に関し平井亮輔は，政治的リベラリズ
ムは，真理に公共的な統一見解を与えないこと

によって真理を解放するため，真理に関する各

人なりの観点，見方の多元性が承認されること

になると述べている。平井， 1996年9月18日，

北海道大学法学部法理論研究会における報告に

よる。

(13) Ackerman， SJ， pp.374-378. 

(14) 正義論に限らず何らかの理論を正当化する方

法としては，モノロジカルなアプローチとダイ

アロジカルなアプローチとに大別することがで

きる。モノロジカルなアプローチとは，正当化

を何らかの単一の視点から捉えるものである。

これに対し，ダイアロジカlレなアプローチとは，

一つの正当化を複数の視点からなる共同作業の

所産として捉えるものである。さらに，それぞ

れのアプローチにおいては，人称的視点と非人

称的視点とを区別することができる。人称的視

点、とは，一人称の存在者の視点であり，非人称

的視点とは，現実世界から超越的なものとして

存在している視点，あるいは，現実世界の存在

者による諸々の実践が堆積したものとして実体

化された視点である。以上を整理すると，モノ

ロジカルな人称的視点は「私」の視点であり，
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モノロジカルな非人称的視点は「物事」の視点

であり，夕、イアロジカルな人称的視点は「我々」

の視点であり，夕、イアロジカルな非人称的視点

は「共同体」の視点であると言える。そして，

対話論の視点とはもちろん，ダイアロジカルな

人称的視点である。ここでの正当化方法に関し

ては，長谷川晃による 4つの視点の区別から示

唆を受けた。なお，モノロジカルな視点とダイ

アロジカルな視点に関しては，参照，長谷川晃

『解釈と法思考~ (日本評論社， 1996) 4頁以下。

(15) cf. M. Kingwell， A Civil Tongue (Penn-

sylvania State U. P.， 1995) (以下， CTとして

引用する)， pp.60-65.キングウェルは，契約論

的なリベラリズムの個人主義的で財産主義的な

正義論は，個人を正当性を決定する主要な位置

に置くため，諸目的を共に決定するという共通

のプロジェクトの余地が全くないし，また，他

者を理解し，可能であれば彼に同意するように

なることが何か政治的な意味を持つことも全く

ないと述べる。したがって，このような立場に

おいては，正義のモデルはモノロジカルなもの

であり，市民は，決して共通の財の理解や育成

に従事することはなく，互いに独立して自分自

身の諸目的を追求することになる。さらには，

ロールズの正義の正当化の理論もまた，それ自

体が無知のヴェールによって強制されたモノロ

ジカルなものとして構成されていると言う。と

いうのも，原初状態における当事者は，単に自

分自身の利益に基づき，他者に関心を向けるこ

となく仮説的な決定をなすと想定されているか

らである。原初状態においては，いかなる交渉

も討論も存在しないのである。なお，ロールズ

に対する同様の批判は，ハーパーマスによって

もなされている。参照，ハーパーマス『道徳意

識~ 109-111頁，クカサス=ペティット・前掲

書(注5)15-23頁。

(16) 例えば，ロールズの場合，無知のヴ、エールに

よって制約される原初状態の想定は，モノロジ

カルな人称的視点からなされる契約当事者の要

求を制約するものとして働く。つまり，原初状
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態に無知のヴェールをかけることによって，契

約当事者の利己的な視点が制約され，普遍的な

正義原理の選択が確保されることになる。

(17) ここでの「我々」の視点は，例えば「国民j，

「民族」といった形で同質化された視点ではな

い。そのような形で同質化された視点は，むし

ろ注 (14)で整理された「共同体」の視点であ

る。「我々」の視点は，異質なものをも含み得る

ものであり，また同質化され実体化された視点

である「共同体」の視点と「私」の視点とのバ

ランスの内にある視点でもある。また，本稿で

は「私」の視点と「共同体」の視点を個人的視

点と社会的視点として簡略化した形でも扱う

が，厳密に言えば，個人的視点と社会的視点と

は，比べる対象によってその構成内容を異にす

るため，個人と共同体という組み合わせに限定

されるものではない。例えば，集団内部におけ

る一個人と集団全体を比べるときには，前者が

「私」の視点にあたり，後者が「共同体」の視点

にあたることになるし，ある社会におけるー集

団と社会全体とを比べるときには，前者が「私」

の視点にあたり，後者が「共同体」の視点にあ

たる。したがって，個人的視点と社会的視点と

いっても，それぞれに様々なレヴェルが存在し，

それらが組み合わさったものとして成り立って

いる「我々」の視点も複層的で，部分的に重な

り合うものとなるであろう。また，このような

個人と共同体の間での緊張関係の問題に限ら

ず，例えばある社会における少数民族と社会全

体とのコンフリクトの調整問題に関しでも，こ

のような「我々」の視点からさらに考察する必

要があるが，この論文では立ち入らない。

(18) 吉沢夏子「間主観j (森岡清美他編『新社会学

事典~，有斐閣， 1993) 225頁。

仰)鷲田清一「共存のくかたち〉とその生成 間

主観的世界の基礎構造 j (藤沢令夫他『新岩波

講座哲学 10 行為・他我・自由~，岩波書庄， 1985) 

71-98頁，特に 72-79頁。

(20) ハーパーマスによれば，意味理解は，表現を

もたらす主体との相互主観的関係を認めること



である。一方で，第三者として世界の中の何ら

かの事柄を観察したにそれについて言明をな

す人は，客観的な立場をとる。他方で，コミュ

ニケーションに参加し，第一人格(自己)とし

て第二人格(他者)と相互主観的な関係に入る

人は，非客観的，あるいは遂行的な立場をとる。

観察の場合には，各人は各自で観察するし，さ

らにそれぞれが他の観察者による観察について

の言明を吟味する。この過程が様々な観察者に

よって行われ，一致した言明に達するならば，

観察の客観性は十分保障されると見なされるべ

きである。これに反し，意味理解はコミュニケー

ション的なものであるから，独我論的には展開

できない経験であり，象徴的表現の理解のため

には，基本的に了解過程への参加を必要とする。

意味というものは，それが行為，制度，労働生

産物，言葉，共同連関，文書のいずれの中に具

体化されていようと，内側からのみ解明できる。

生活世界は，言語能力と行為能力を用いる主体

にのみ聞かれているのである。この主体が生活

世界に接近できるのは，少なくとも世界のメン

ノfーによるコミュニケーションに仮想的に参加

し，自ら少なくとも可能的なメンバーになるこ

とによってである。ハーパーマス「行為の理論

(上)~ 169頁以下。

(2D 鷲田・前掲論文(注 19)。

(22) このような立場をとる代表的なものとして，

共同体主義を挙げることができるが，本稿にお

いては共同体主義と対話論との関係については

論じない。

(23) 共同体主義者であると言われる C・テイラー

もまた，-対話的自我」を主張している。しかし，

(注22)において述べたように，テイラーの対話

的自我観が，どのような共同体主義的な正義論

を帰結することになるのかについては，本稿で

は論じない。C.Taylor， "The Dialogical Self" 

(in: D. Hiley， et al. eds.， The InteゆretiveTurn， 

Cornell U. P.， 1991)， pp.304-314. 

(24) A・ガットマンは，自由民主主義におげる市民

像について次のように述べている。第一に，人々

対話的人格と正義論

はユニークで，自己形成を行う創造的な諸個人

である。また第二に，人々は「文化を担ってい

るJ存在であり，彼らの担う文化は，彼らが過

去に行った，あるいは現在行っている同一化に

依存して変化する。人聞がユニークで，自己形

成的で，創造的なものであるというこのような

観念は，-原子論的」な個人の像一一自らのアイ

デンティティを新たに形成し，自らの目標を相

互に独立して追求するような個人の像 と混

同されてはならないものである。諸個人の独自

性の一部は，彼らが，自らの文化的伝統や自ら

の接触した他の人々の文化的伝統を統合し，省

察し，修正する仕方から生じる。人間のアイデ

ンティティは，我々の他者との関係に対応して

対話的に形成される。従来提示されてきたく原

子論的に構成された個人〉とく社会的に構成さ

れた個人〉というこ分法は，こうした理由で誤っ

たものなのである。 A・ガットマン「緒論J (C・

テイラー他，佐々木毅他訳『マルチカルチュラ

リズム~，岩波書庖， 1996) 9頁以下。また，参

照， A. Gutmann & D. Thompson，“Moral 

Conflict and Political Consensus" Cin: Ethics， 

101， October 1990)， pp.64-88 (以下， MCとし

て引用する)。

仰井上達夫は，この点に関し，孤立した個人が，

他者と社会的に結合すべきか否かを，自由かっ

理性的に選択し得る能力を既に有しているとい

う想定は幻想であり，かかる人間的能力そのも

のが社会の中でのみ陶冶され，維持されるのだ，

と述べている。そしてさらに，自己の善き生の

構想が志向する価値を，己れの同一性の刻印と

して負い受けながら，その含意を自己の責任に

おいて解釈し追求する主体としての自我の観念

に立脚するリベラリズムも可能であるとし，こ

の立場は，単にリベラリズムの可能な形態であ

るだけでなく，いっそう支持しやすい形態でも

あると述べている。井上達夫『共生の作法~ (創

文社， 1986) 186， 235頁以下。

(26) キングウェルは，アングロ・アメリカンのリ

ベラルな伝統は，人間という行為者を，-完全に
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根絶された」自分自身の諸利益を最大化する者

として考えてきたと言う。これに対し，ハーパー

マスの自我観は，自分自身の諸利益を自分自身

についての対話の進行において共に決定するよ

うな，諸行為者のコミュニティという，より豊

かな像の中で描かれるものだと評価している。

しかしながら，上で述べたように，ラーモアや

アッカーマンの自我像は，必ずしも古典的リベ

ラリズムの自我観にとどまるものではないと思

われる。 Kingwell，CT， pp.169-170. 

(幻) Ackerman， S]， p.374. 

位。 井上は，自己解釈的存在としての自我の観念
に立脚するリベラリズムは，自己の生を意味づ

ける確固たる自向性の根を持たない「負荷なき

自我」が人間的主体性や政治的自律性を真に担

い得るものではないことを決して否定しない。

しかし同時に，我々が「位置ある自我」であれ

ばあるほど，自他の異なりが深まる可能性があ

るとし寸現実を直視すべきであり，容易に共同

体へのノスタルジーに耽溺することを拒否すべ

きであるという。井上・前掲書(注25)236頁

以下。

仰) ハーパーマス『道徳意識~ 163-164頁。

(30) ハーパーマス『道徳意識~ 277頁以下。

(扮この点に関し，ハーパーマスは，近著J.

Habermas， Faktizitat und Geltung (Suhr-

kamp， 1993) (以下， FuGとして引用する)S. 

392-394において，リベラルな政治文化は，多文

化的な社会において共存している異なる生活様

式の多様性と統合の双方についての認識を深め

るような，憲法的ノfトリオテイズムの共通分母

であり，憲法的諸原理は，あらゆる市民によっ

て共有された共通言語や共通の民族的・文化的

起源に依存しているわけでは決してない， と述

べている。これに対し，ラーモアは，ハーパー

マスが述べる憲法的ノfトリオテイズム以上のも

のが，政治的な自発的連合体の基本原理にとっ

ては必要であり，市民としての我々の共通の生

は，単なる憲法的パトリオテイズム以上に深い

ものでなければならないと言う。最も重要なの
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は，ある国民が共通の歴史的経験の記憶によっ

て共に結ばれ得るということであり，そのよう

な経験は，善き生についての平等な尊重の実践

によって支えられてきたものであるo そしてリ

ベラル・デモクラシーにおいては，この共有さ

れた記憶それ自体が，実際には特定の人々に対

してこれらの諸原理が持っている歴史的な偏見

であるとしても，平等な自由と尊重という憲法

的な諸原理に対する共通の忠誠によって維持さ

れると言う。 Larmore，MOM， pp.212-213. 

印) Larmore， MOM， p.210. 

(33) Larmore， id.， pp.213-216. 

(34) Larmore， id.， pp.217-221. 

(35) C. Larmore， Patterns 01 Moral ComPlexiか

(Cambridge U. P.， 1987) (以下， PMCとして

引用する)， pp.59-66. 。6) Larmore， MOM， p.126 (N ote， 6). 
(37) 参照，平井亮輔「リベラリズム・中立性・対

話J (~思想、~， 795号， 1990) 91-122頁，特に

113-114頁。玉木秀敏「自由主義の哲学的基礎

づけについて 表現主義と暫定協定説一J (~法

哲学年報~， 1989) 141-150頁，特に 145-148

頁。

(38) 前者は， Larmore， PMC，後者は， Lannore，r日OM
を指す。

(39) Ackerman， S]， pp.18-19. 

(40) Habermas， FuG， S.374-382. 

仙 このことに関し，ハーパーマスが近著FuGに

おいて示した憲法的ノfトリオテイズムは， リベ

ラリズムの擁護してきた権利のカタログが，デ

モクラティックな決定を制約することを認める

ものだとすれば，それはむしろ， リベラリズム

の主張してきた法の支配の実現に他ならないこ

とになる。しかしハーパーマスは，この点に関

し，リベラリズムに対する反論として次のよう

に主張しているにとどまり，プライヴァシーな

どの個人的諸権利がどのように保護されること

になるのかについては触れていない。私的な事

柄を公的議論として扱うことは直ちに他者の事

柄に関する干渉となるわけではなし個々人の



人格の統合性が保たれている限りは，政治的な

規制を必要とする事柄は全て公的に議論される

べきだとされるのである。この点に関しキング

ウエノレは，ハーパーマスの完全暴露のモデル，

すなわちそれがより良いという理由のみで，よ

り良い論拠が勝つという非制約的な会話は，現

実にはあまりに理想的にすぎ一一あるいはむし

ろ，誤った仕方で理想化されており一一規範的

には役に立たない，と述べている。キングウェ

ルによれば，コミュニケーションは，諸利益や

諸論拠を表現するにすぎないものでも，あるい

はまた情報の効果的な交換にすぎないものでも

ない。それはまた，他者の感情を傷つけたり，

自分を傷つけたり，単なる自己主張のための手

段でもない。むしろそれは，社会的な相互作用

の潤滑油となり，我々を互いに結びつけている

紳を強めるものなのである。対話は，単に我々

の心の中すべてを語るということではなく，時

には聞くことを差し控えることであり，時には

センシティヴィティや機転によって，他者の利

益に配慮することでもある。したがって，キン

グウェルによれば，不可能な理想的で合理的な

討議を求めることは，現実の抑圧や不正義では

ないにしても，せいぜいフラストレーションで

終わるだけである oKingwell， CT， p.211. 

ω) 古典的なリベラリズムの考え方に関しては，
参照， J・グレイ，藤原保信他訳『自由主義~ (昭

和堂， 1991)。

帥) Larmore， MOM， pp.139-141. 

帥 Larmore，PMC， p.47. 

陥) S. Benhabib，“Liberal Dialogue Versus a 

Critical Theory of Discursive Legitimation" 

(in: N. Rosenblum， ed.， Liberalism and the 

Moral Life， Harvard U. P.， 1989)， pp.143 

156. 

臼6) Kingwell， CT， p.84. 

仰) アッカーマンのシティズンシップのコンセプ

ションとは異なり，ベイナーは，それを政治的

共同体それ自体への帰属の一つの形態だとす

る。さらにそれは，様々な社会的，法的，政治

対話的人格と正義論

的実践を的確に遂行することを通じて，この帰

属を効果的なものにしてゆく能力を含意すると

言う。 R.Beiner， What's the mαtter with 

Liberalism? (California U. P.， 1992)， pp.99-105. 

陥) ラーモアの対話的正義論において想定されて

いる市民は，アッカーマンのそれに比して非常

に限定されている。前述したように，ラーモア

が想定している人格は，既に国民国家において

共通の生を営んでいる「国民」や「民族」に限

られるからである。そしてラーモアによれば，

このように国民国家の枠に限定して正義論を考

察することこそが，リベラリズムの精神に則っ

たものなのである。彼の考えでは，このような

限定が意味することは，政治的忠誠についての

源泉の多様性を承認することである。しかしな

がら，多元主義という状況において問題となる

のは，そのような歴史，文化，言語などにおい

て異なる人々が，いかに共存してゆくかという

ことではないのだろうか。さらに，既に共通の

生を送り，共存の条件が整っているような状況

においてだけではなく，上のような意味におけ

る多元主義の世界において共存の条件を模索す

ることは，今日では重要な課題となってきてい

るのではないであろうか。したがって，ラーモ

アのように対話的正義論の適用範囲を狭く捉え

るのではなく，アッカーマンのように国際的な

正義の問題にまで広がり得るような形で考える

ことも可能であるし，そのような方向で考えて

いかなければならないのではないかと思われ

る。 Larmore，MOM， pp.141-144. 

ω1) Gutmann， MC， pp.86-88.なお，対話論の観点

から要求されるこのような徳について，キング

ウェルはそれを政治的な市民に対して要請され

る「礼儀」というシヴィリティの問題として論

じ，どのような対話の仕方がその要請に適うも

のであるかという方向で議論を展開している。

Kingwell， CT， ch. 6. 

側 シティズンシップに関しては，参照， Acker-

man， SJ， ch. 3， Beiner， op. cit.， ch.ら。
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